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１．研究目的 

近年、福知山線での脱線事故、石油タンカー座礁事故、居眠り運転による玉突き事故等、

交通機関の安全管理が問われるような事故やインシデント（傷害や損害が発生する前に発

見されたもの）が起こっている。これらの事故は作業員個人の問題に加え、安全管理に対

する企業の取り組み体制が関係しているものが少なくない。このため、2006 年 10 月に国土

交通省によって『安全管理規程に係るガイドライン』が制定され、交通機関各社に対して

トップ主導の安全管理マネジメントの実践が求められるようになった。しかし、実際に各々

の企業でどのような活動が行われているかは分かっていない。 

 本研究では、交通機関各社の事故・インシデントの現状、これらを防止するための組織

的なマネジメント活動の内容、安全管理担当者が両者の関係をどのように捉えているのか

などを調査し、そこから今後社会として未然防止に取り組むべき方向を明らかにする。 
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２．事例から事故・インシデント発生までのメカニズム 

事故・インシデントがどのような原因によって発生しているのかを明らかにするために、

航空、鉄道、海運、陸運業務で事故が発生するまでの流れがわかる資料をインターネット

から集め、その事故がどのようなメカニズムによって発生したのか整理した。 
事故情報は、国土交通省自動車交通局「自動車運送業に係る交通事故要因分析報告書」[1]、

航空・鉄道事故調査委員会のホームページ[2]、科学技術振興機構作成の失敗知識データベ
ース[3]から収集した。 

 
整理は以下の手順で行った。 
（１）当該事例から起点となる人の行動を抜き出し、   で書く。 
（２）（１）の行動の結果を    で書き、矢印で結ぶ。 
（３）（２）の結果を受けて、人はどのような行動を起こしたのか、（１）と同様にして 

書き、矢印で結ぶ。事故が発生するまで（２）、（３）を繰り返す。 
（４）（１）～（３）で得られた人の行動について、当該の状況から判断して合理的で適

切な行動かどうかを判定し、不適切な行動にマーク（網掛け）を付ける。 
（５）（４）の不適切な行動のそれぞれについて、何故そのような不適切な行動に及んだ

のか原因を横に    で書き線で結ぶ。 
 
整理した結果を図２．1～図２．10に示す。これらの図から以下のことがわかった。 
（１）事故は人が不適切な行動を行い、これが原因となって発生していることがほとん

どである。 
（２）事故・インシデントが１つの不適切な行動によって発生することはあまり無く、

複数の不適切な行動を同一人物又は他の人が起こしてしまうことにより、それら

が相互に絡んで事故・インシデントが発生している。 
（３）人が不適切な行動を取った原因は以下の５つに分けられる。 
①作業を行う人の、当該作業の作業標準や関係法令などに関する知識不足。 
②作業標準通り作業するスキルの不足（作業標準は理解しているが、作業に不慣れ、

習熟していないなど）。 
③作業標準を守る必要性の理解不足（作業標準は理解しているし、十分に作業を習

熟しているが、動機付けに問題があり、意図的に作業手順を省略したりするなど） 
④作業標準は理解し、十分に作業を習熟しており、一生懸命作業を行おうとするが、

疲労や一瞬の気の緩みなどから生じるヒューマンエラー。 
⑤①～④では分類しきれないその他の原因。 
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図２．１ トラック事故[1]        図２．２ トラック事故[1] 

 

運転手が事故前夜に

深酒をし、台所で寝る

体調を崩す 

運転手は眠気の副作用が記

載されている風邪薬を服用

運転手は出勤したが、体調不良、安全運転に

支障を及ぼす恐れのある場合報告する規定

があるにもかかわらず報告しなかった 

動機付け

の問題 

知識不足

の問題 

動機付け

の問題

運転手は先行車両が減速した

ことに気づかない 

制動が遅れ追突 

事故現場付近で前方不注意かつ制

限速度を超える速度で走行 

事故を起こした運転手は過去に遅延から荷主

にクレームを受けた事があり、事故の日も荷扱

いの遅れから運行に遅れが生じていた、さらに

拘束時間の超過もあった 

遅れを取り戻すために制限速度を大

幅に超える速度を出していた 

前方で事故処理を行って

いた車両に衝突 

動機付

けの問

題 
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図２．３ 中華航空機墜落事故[2]     図２．４ 御巣鷹山墜落事故[2] 

副操縦士が手動操作によ

り滑走路へ進入中、誤って

ゴーレバーを作動 

副操縦士は指示に従い、操縦輪を

押し続けた 

その状態で、機長が副操縦士

に指示を出した 

エラーの問題

フライトディレクターがゴー

アラウンドモードになる 

推力が増加 

正規の降下経路から上方に変位 

その後、ゴーアラウンドモードが解除されない

ままオ－トパイロットがエンゲージされる 

動機付けの問題

水平安定版が機首上げ方向いっぱいまで作動 

墜落 

事故のおよそ 7 年前の圧力隔壁の修理の

際、1枚の長いプレートで新旧の隔壁をつ

なぐという修理計画であったが、保守係り

が接合部分の一部で 2 枚のプレートを使

っていた。また、プレートと隔壁を 2列の

リベットで接合する予定であったが、この

2枚のプレートを使った部分では接続が 1

列のリベットだけで行われた 

圧力隔壁の脆性強度が、

通常の 70％程度に低下 

不適切な作業が行われた所は、

接続部分が詰め物によって覆

われた

その後他の保守係りによる点

検でも隠れているところの点

検を怠り発見できなかった

事故当日の飛行中に圧力隔壁に亀裂が生じる 

飛行性の低下と主操縦

機能の喪失が生じる 

墜落

動機付

けの問

題 

知識不

足の問

題 
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機長が副操縦士に停止操作を

任せる 

副操縦士はブレーキ操作に不慣れで

あった 
スキル不

足の問題

動機付けの

問題

機体が停止しないまま、

停止位置を越える 

機長は慌てていて「アイ・ハブ・

コントロール」のコールを忘れる 

機長と副操縦士がほぼ同時に

ブレーキ操作を行った 

急停止 

スキル不

足の問題

飛行前に機長が副操縦士とのコミ

ュニケーションを怠る 

 

 

 
図２．５ 飛行機事故[2]            図２．６ 鉄道事故[2] 

自動車の運転手

が踏切内で操縦

ミスを起こす 

運転手は車から

降りて踏切支障

報告装置を探す

運転手は発炎筒を用いる

などの別の方法での電車

に踏切内の異常を知らせ

る事ができなかった 

自動車が踏切内で立ち往生 

しかし実際には踏切支障報告装置は設

置されていなかったので、見つからない

電車の運転士が目視で踏

切内に自動車が立ち往生

している事に気づく 

スキル不足

の問題 

知識不足

の問題 

すぐさま非常ブ

レーキをかける

間に合わず、衝突
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図２．７ 福知山線脱線事故[2]         図２．８ 鉄道事故[2] 

保守係りがまく

ら木の点検で腐

朽、不良を見き

わめることがで

きなかった 

腐朽して犬釘の

支持力を失った

まくら木が連続

していた 

電車の通過による

横圧によって軌間

が拡大 

脱線

知識不足の

問題 

運転士が駅でオーバーランを起こ

し、修正作業を行う 

運行に遅れが生じる 

運行の遅れが自分のミスであると発覚

すれば厳罰を与えられる 

以前にも運行の遅れを生じるミスをし

ていたので今後運転をできなくなる可

能性がある 
 

自分のミスを報告しない 

カーブを曲がりきれず、脱線 

動機付

けの問

題 

遅れを取り戻すために、規

制スピードを大幅に超過し

た運転を行った 

動機付け

の問題 

車掌と指令所との無線連絡を口裏あわせのためか、運転士

はメモを取ろうとしていた。その間カーブ直前にもかかわ

らず運転操作は行われていなかった。 

スキル不

足の問題
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図２．９ 船舶事故[3]          図２．１０ 船舶事故[3] 

 

設計者による船首ドアの

ひさし部分の設計が非現

実的なものであった 

ロックの強度が十分

でなかった 

事故当日の午前 2時過ぎ、

高波に襲われる 

高波によって開いた船首

ドアから車両デッキに海

水が流入した 

船体が急激に傾き始めた 

乗員、乗客に異常

を知らせるアラ

ームが沈没の 5

分前になってよ

うやく作動 船体が傾いたため、船員が

ライフボードの大半を降

ろすことができなかった

多くの人々が船内に残

されたまま、沈没 

知識不足の

問題 

エラーの

問題 

船員の日常の点検、メンテ

ナンスを怠り、老朽化が目

立つ石油タンカーが悪天

候により難破 

船行不能に陥る

船体に亀裂生じる

沿岸部への被害を食い止

めるため救出チームが事

故タンカーを港内へ曳航

する許可を求めたが、政府

が許可しなかった 

船体が２つに折れ沈没

大量の重油が流出

動機付け

の問題 

動機付けの

問題 
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３．事故・インシデントを起こす人の不適切な行動の調査 

２．でわかったように、事故・インシデントの発生には人の不適切な行動が関係してい

ることが多い。そこで、交通機関を運営する企業ではどのような事故・インシデントが発

生し、その原因は何なのか、又それらの防止活動としてどのようなことを行っているのか

調査を行った。 
調査した項目は以下の 5項目である。 
Ⅰ.企業の概要 
Ⅱ.企業における事故・インシデントの発生状況 
Ⅲ.企業における事故・インシデント防止活動の効果と現状レベル 
Ⅳ.企業における事故・インシデント防止活動の内容 
Ⅴ.運輸業界及び行政が今後運輸の安全のために行わなくてはならない課題 
この内、Ⅰについては、企業の概要を調査するために、安全管理活動が必要である、自

社の事業内容を記述してもらった。また、従業員数を７段階の選択肢から答えてもらった。

さらに、事業内で安全管理活動に係わる人、運行に直接係わる人、メンテナンスに係わる

人などの比率を記入してもらった。 
Ⅱについては、企業での事故・インシデントについて調査するために、２．で整理した

①~⑤の原因の比率を記入してもらった。また、自社の事故・インシデントの発生が同業他
社と比べてどの程度であるか比較し、5段階の選択肢から選んでもらった。 
Ⅲについては、企業の事故・インシデント防止活動の現状を調査するために国土交通省

が作成した「安全管理規程に係るガイドライン」[4]を基に、事故・インシデント防止活動
を列挙し、表３．１で示す各々の活動が２．で整理した①~⑤の原因の防止にどの程度効果
があるか４段階の選択肢から選んでもらった。また、各防止活動がどの程度のレベルまで

到達しているか４段階の選択肢から選んでもらった。 
 Ⅳについては、企業の重要だと感じている活動とその活動方法と困難な点を調査し、重

要だと感じている活動に対して上手く行えていない企業がどのようにして活動を行えば、

課題を克服できるか明らかにするために、Ⅲの結果を踏まえた上で、重要かつ上手く行わ

れている活動、重要だが上手く行われていない活動をそれぞれ３つ選び、選択した活動の

方法、困難な点を自由に記述してもらった。 
 Ⅴについては、運輸業界、行政の今後の課題について自由に記述してもらった。 
 
調査は平成１８年１２月下旬から平成１９年１月下旬に、交通機関を運営する企業 210

社を無作為に選んで行った。郵送にて調査用紙を送り、回答を e-mail又は郵送にて返送し
てもらった。調査に使用した用紙を付録として巻末に載せておく。結果として 14社から回
答を得た(回収率 6.7％)  
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表３．１ 事故・インシデントの防止活動 
 活動 

番号 
内容 

１． 
経営トップ
のコミット
メント 

1－１ 輸送の安全を確保するため、経営トップが、事業者組織全体の安全マネジメント態
勢を適切に運営することに対して自ら積極的に関わる。 

2－1 経営管理部門により安全マネジメント態勢が適切に実施されることを確実にする。
2－2 関係法令に従い、安全統括責任者を選任する。 

安全マネジメント態勢の適切な運営、事業者内の安全最優先意識の徹底を実効のあ
るものにするために、必要な責任・権限を与える。 

２． 
安全マネジ
メントの組
織と 
責任・権限 2－3 関係法令等で定められている責任・権限を、必要とされる要員に与える。 

3－1 事業者の輸送の安全確保に関する基本理念として、安全管理にかかわる事業者の全
体的な意図及び方向性を要員に理解させ、認知させるよう、できるだけ簡明かつ、
明確に示した安全方針を策定する。 

3－2 安全方針に沿って具体的な施策を実施するため、安全重点施策を必要とする部門や
組織の階層グループごとに策定する。その達成度が把握できるような実践的かつ具
体的なものとし、確実に実施する。 

３． 
安全方針の
策 定 ・ 展
開・見直し 

3－3 安全重点施策を、少なくとも 1年毎に見直しを行う。 
4－1 経営管理部門と現業実施部門との双方向コミュニケーションとして、現場の顕在的

課題・潜在的課題が現場から経営管理部門に対してボトムアップされるコミュニケ
ーションを確保する。 

4－2 関係する部門間の情報の偏在、欠落等に起因する輸送の安全確保に関するトラブル
等を防止するため、事業者内部において縦断的、横断的に輸送の安全確保に必要な
情報を共有する。 

4－3 事業者において輸送の安全を確保するために講じた措置、講じようする措置等の輸
送の安全に係る情報を外部に対して公表する。 

４． 
情報及びコ
ミュニケー
ション 
の確保 

4－4 輸送の確保に関する情報のデータベース化とそれに対する容易なアクセス手段の
確保。 

5－1 事故等に関する情報を明確にするために、安全統括責任者は現業実施部門からの情
報収集に加え、得られた報告を分類して整理し、現業部門における類似事例を明確
にすること等により、輸送の現場におけるリスクを明確にする。 

5－2 経営管理部門は把握した事故等に関する情報について、適切にその対応措置を講じ
る。 

５． 
リスクの分
析と対策 

5－3 必要に応じ、事故、トラブルの再発防止の観点から、組織・個人を問わず、各種エ
ラーや事故の芽となりうる事象やその対応措置について、これらが確実に報告され
るシステム構築に向けた環境整備を図る。また、他の事業者や他のモードにおける
事例を有効に活用する。 

6－1 事業者全体として対応しなければならないような程度・規模の重大な事故等が発生
した場合に備え、必要に応じて、定められた責任・権限を越えて適切かつ柔軟に必
要な措置が講じることができるように、その責任者を定め、事故等の応急措置及び
復旧措置の実施、事故等の原因、被害等に関する調査及び分析等に係る責任・権限
等必要な事項を明らかにし、事業者内部へ周知する。 

6－2 責任・権限の具体的な決定や適用に当たっては、いたずらに複雑かつ緻密な手順と
ならないようにする。 

6－3 必要な措置を実効的なものとするため、事業者の事業規模、事業内容に応じ、適用
な想定シナリオを作成し、必要に応じ、訓練を行う。 

6－4 重大な事故等の発生時には、事故等発生の速報を関係する要員に伝達するととも
に、適宜、事故等の内容、原因、再発防止策を伝達し、全組織で迅速かつ的確な対
応を図る。 

6－5 重大事故が発生した際は、適宜必要な内部監査を実施する。 

６． 
重大事故等
への対応 

6－6 重大事故が発生した際は、適宜必要な安全マネジメント態勢の機能全般に関し見直
しを実施する。 
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表３．１ 事故・インシデントの防止活動(続き) 

注）国土交通省「安全管理規程に係るガイドライン」[４]を基に整理したもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7－1 要員が、関係法令及び標準書の内容を知らないことのないように教育が抜けなく
行われる仕組みを確立する。 

7－2 教育の内容は、安全マネジメント態勢の運営に必要とされるもので、要員が理解
しやすい具体的なものとする。 

7－3 臨時で勤務に就く要員に対して、必要な教育を確実に行う。 

７． 
標準どおり
作業をする 
ために必要
な教育 

7－4 関係法令が改訂された際、標準書を改訂した際に、変更の内容を関係する要員に
教育する。 

8－1 要員が標準書等の内容を知っているにもかかわらず、技能が未熟で、正確に標準
書どおりの作業ができないということがないよう、必要な技能訓練を計画的に行
う。 

8－2 技能評価シート等を用いて要員の技能レベルを評価し、組織としてどのような人
的側面の強化・改善が必要なのか明らかとする。 

８． 
標準どおり
作業する 
ために必要
な訓練 

8－3 資格制度を導入し、有資格者以外が当該の業務に就くことのないようにする。 

9－1 関係法令等の遵守及び安全最優先の原則の重要性を要員へ徹底する。また不遵守
による事故体験を共有する。 

9－2 守るべきこととそれを行える方法を標準書等で明確にする。業務のやり方を変更
する場合には、まず標準書を改訂し、改訂した標準書に沿って業務を行わせるよ
うにする。 

9－3 標準書どおりに業務を行っていないことが黙認されない職場環境を作る。場合に
よっては、監督者による指導を行う。 

９． 
動機付けの
問題 

9－4 標準書を自分で作るだけの能力を身につけさせ、その作成、改訂に参加させる。

10－1 設備、手順、指示票など、業務のやり方をエラーしにくい、エラーしても大丈夫
なものにする。 

１０． 
作業ミスの
防止 10－2 担当者が業務のやり方を分析し、エラーの危険性を洗い出す（エラーの予知を行

う）。 
11－1 安全マネジメント態勢が適切に確立され、実施され、維持され、機能しているこ

とを確認するため、内部監査を少なくとも 1年毎に実施する。 
１１． 
内部監査 

11－2 内部監査の実施に当たっては、内部監査を受ける部門の業務に従事していない者
が監査を実施するなど、監査の客観性が確保できるようにする。 

12－1 安全マネジメント態勢の機能全般に関し、少なくとも 1年毎に見直しする。見直
しの具体的な実施体制、方法を安全管理の実態に見合ったものとする。 

１２． 
安全マネジ
メント態勢
の見直しと
継続的改善 

12－2 安全マネジメント態勢が適切に機能するように継続的に改善措置を行う。継続的
改善を行う際には、明らかになった課題等について、必要な是正措置及び予防措
置を講じる。 
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回答してもらった企業の概要を図３．１～図３．４に示す。これらの図より、以下のこ

とが分かった。 
（１）鉄道を事業内容とする企業からの回答が多かった。 
（２）0~50人の企業から 10001人以上まで様々であった。 
（３）安全管理に係わる人の比率では 5％以下が最も多く、従業員数で換算すると 1社を 

除く企業で 5～20人程であった。 
（４）ほとんどの企業で同業他社よりも自社の事故・インシデントの発生のほうが少な 

いと判断していた。また他社と比べる指標が無い、比べるべきではないとの理由

から回答を得られなかった企業もあった。 
（５）メンテナンスに係る人の比率は１社を除いて全て 30％以下であった。 
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図３．１ 回答いただいた企業の事業内容のグラフ       図３．２ 従業員数のヒストグラム 
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図３．３ 安全管理に係わる人の比率のヒストグラム   図３．４ 自社の事故・インシデントの発生数の    

ヒストグラム
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４．事故・インシデントを引き起こす人の不適切な行動の原

因の企業ごとの発生状況の比率 

３．で述べた調査から得られた結果より、どのような原因によって事故・インシデント

が発生しているのか調べるために、企業ごとの事故・インシデントを引き起こす人の不適

切な行動の原因をレーダーチャートにした。ただし、レーダーチャートはその他の原因を

除いて作成した。また、事故・インシデントの原因で「その他」が 100％の企業、事故・イ
ンシデントが一切起きてないという企業についてはレーダーチャートを作成しなかった。 
結果を図４．１．１～図４．１．６に示す。これらの図より以下のことが分かった。 
（１）事故・インシデントの主な原因となっている企業が最も多かった（６社中５社）。 
（２）知識不足が主な原因となっている企業が一部あった（６社中１社）。 
（３）スキル不足が主な原因となっている企業はなかった。 
（４）動機付けの問題については、飛びぬけて比率が高い企業は無かったが、動機付け

の問題が原因で起きている事故・インシデントがない企業は少なかった（６社中

２社）。 
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図４．１ 企業１(鉄道)のレーダーチャート      図４．２ 企業２(鉄道)のレーダーチャート 
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図４．３ 企業３(鉄道)レーダーチャート       図４．４ 企業４(航空)のレーダーチャート 
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 図４．５ 企業５(航空)のレーダーチャート      図４．６ 企業６(海運)のレーダーチャート 
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５．不適切な行動の防止活動の現状 

５．１ 防止活動の効果 

 企業ごとに事故・インシデントを引き起こしてしまう不適切な行動の防止活動が、不適

切な行動を引き起こすそれぞれの原因の防止にどの程度効果があるのかを明らかにするた

めに、３．で調べた防止活動の効果について４段階で評価してもらいその結果を集計した。 
集計した結果を表５．１～表５．４に示す。表中の「平均得点」と「標準偏差」の欄は

効果が 1の場合が 1点、2が 2点、3が 3点、4が 4点として求めた。また、「判定」の欄
の×は平均が 3 未満の活動であること、○は平均が 3 以上の活動であること、◎は平均が
3.3以上の活動であることを示す。企業によっては一部回答してもらえなかった活動がある
ので、企業数は活動ごとに異なっている。また、表５．１～５．４をまとめた結果を、表

５．５に示す。 
 表５．１～５．５より以下のことがわかった。 
（１）知識不足の防止に効果のある活動（平均が３以上）は 21活動ある。このうち、 

 5‐2：事故等の情報について、その対抗措置を講じる 
 6‐5：事故後に内部監査を行う 
 9‐1：安全最優先の重要性の徹底と事故体験の共有する 
 11‐1：安全管理活動が適切に運営されているか内部監査を行う 
等は特に効果があると考えられている。 

（２）スキル不足の防止に効果のある活動（平均が３以上）は 18活動ある。このうち、 
 6‐5：事故後に内部監査を行う 
 8‐1：作業標準どおりに作業できるよう計画的に訓練する 
 8‐2：技能レベルを評価し、人的側面の強化・改善を行う 
 10‐1：業務のやり方をエラーしにくいものにする 
等は特に効果があると考えられている。 

（３）動機付けの問題の防止に効果のある活動は 18活動ある。このうち、 
 2‐1：経営管理部門による安全管理活動の実施する 
 3‐2：安全方針に沿った安全重点施策を階層ごとに策定する 
 6‐5：事故後に内部監査を行う 
 9‐1：安全最優先の重要性の徹底と事故体験の共有する 
 10‐1：業務のやり方をエラーしにくいものにする 
等は特に効果があると考えられている。 

（４）エラーの防止に効果のある活動は 21活動ある。このうち、 
 5‐1：輸送の現場におけるリスクの明確化する 
 5‐3：不具合情報等が確実に報告される環境整備を行う 
 8‐1：作業標準どおりに作業できるよう計画的に訓練する 
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 9‐1：安全最優先の重要性の徹底と事故体験の共有する 
 10‐1：業務のやり方をエラーしにくいものにする 
 10‐2：エラーの危険性の洗い出しを行う 
 11‐1：安全管理活動が適切に運営されているか内部監査を行う 
等は特に効果があると考えられている。 

（５）（１）～（４）で全てに効果のある活動としては、 
 3‐2：安全方針に沿った安全重点施策を階層ごとに策定 
 5‐1：輸送の現場におけるリスクの明確化 
 5‐3：不具合情報等が確実に報告される環境整備 
 6‐5：事故後に内部監査を行う 
 6‐6：事故後に安全管理態勢全般の見直し 
 9‐1：安全最優先の重要性の徹底と事故体験の共有 
 9‐3：作業標準どおり作業していないことが黙認されない環境の整備 
 10‐1：業務のやり方をエラーしにくいものにする 
 11‐1：安全管理活動が適切に運営されているか内部監査 
 11‐2：内部監査を客観的に行う 

12‐2：安全管理活動の継続的改善 
がある。 

（６）（１）～（４）で効果があるとされた活動のうち、特定の原因の防止に効果がある

活動としては、 
 2‐1：経営管理部門による安全管理活動の実施 
 2‐3：責任・権限を必要とする要員に与える 
 7‐4：作業標準が改訂された際の変更内容の教育 
がある。 

（７）作業員に直接関係する活動「７．標準どおり作業をするために必要な教育」「８．

標準どおり作業するために必要な訓練」「９．動機付けの問題」と安全管理責任者

が行うべき活動「５．リスクの分析と対策」「１０．作業ミスの防止」に分類され

ている多くの活動については、効果があるものが多かった。また、事故後に内部

監査を行うことを含め、「１１．内部監査」に分類されている活動についても効果

があるものが多かった。 
（８）組織の運営に関係する安全管理活動「１．経営トップのコミットメント」「２．安

全マネジメントの組織と責任・権限」「３．安全方針の策定・展開・見直し」「４．

情報及びコミュニケーション」に分類されている活動については、効果があるの

かわからないものが多かった。また、「12‐1：安全管理活動の見直しを行う」に
ついては、ほとんどの企業が全ての原因で防止に効果があるのかわからないとい

う回答だった。 
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（９）全体で見ると得点のばらつきは少ない。すなわち効果があるかどうかについてほ

ぼ意見が一致している。 
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表５．１ 知識不足の防止に対する効果の活動ごとの評価 

＊ 効果の欄の１は効果がほとんどない、２は効果があるかわからない、３はやや効果がある、４は非常に効果がある 

 

 

 

 

 

効果 
活動      活動内容 

１ ２ ３ ４ 平均 
得点 

標準 
偏差 

判
定

１－１ 経営トップのコミットメント ２ 3 0 1 2.0 1.00 ×
２－１ 経営管理部門による安全管理活動の実施 1 3 0 2 2.5 1.25 ×
２－２ 関係法令に従い、安全統括責任者の選任 0 2 2 2 3.0 0.67 ○
２－３ 責任・権限を必要とする要員に与える 1 1 2 2 2.8 1.14 ×
３－１ 安全管理に関わる安全方針の策定 0 3 2 1 2.6 0.56 ×
３－２ 安全方針に沿った安全重点施策を階層ごとに策定 0 0 5 2 3.2 0.20 ○
３－３ 安全重点施策の見直し 1 1 4 0 2.5 0.58 ×
４－１ 現場の情報がボトムアップされるシステムの確保 1 1 3 1 2.6 0.89 ×
４－２ 事業者内部で横断的、縦断的に必要な情報を共有 2 1 2 2 2.5 1.38 ×
４－３ 輸送の安全に関わる情報を外部に公表する 3 2 1 0 1.6 0.56 ×
４－４ 情報のデータベース化と容易なアクセス手段の確保 1 3 2 0 2.1 0.47 ×
５－１ 輸送の現場におけるリスクの明確化 0 1 4 2 3.1 0.41 ○
５－２ 事故等の情報について、その対抗措置を講じる 0 1 2 3 3.3 0.56 ◎
５－３ 不具合情報等が確実に報告される環境整備 0 1 4 2 3.1 0.41 ○
６－１ 事故等が発生した後の対応方法を決める 3 1 1 1 2.0 1.33 ×
６－２ 6‐1の内容を簡潔なものにする 1 2 2 1 2.5 0.92 ×
６－３ 事故等を想定し、必要に応じて訓練する 0 2 3 2 3.0 0.57 ○
６－４ 事故発生時の情報の伝達経路と全組織での対応 0 3 2 2 2.8 0.94 ×
６－５ 事故後に内部監査を行う 0 1 1 4 3.5 0.58 ◎
６－６ 事故後に安全管理態勢全般の見直し 0 2 2 2 3.0 0.67 ○
７－１ 教育が抜けなく行われる仕組みの確立 0 3 0 4 3.1 0.98 ○
７－２ 7‐1の内容が理解しやすく具体的なものにする 0 2 2 3 3.1 0.69 ○
７－３ 臨時で勤務に就く要員に対する教育 0 2 1 3 3.1 0.81 ○
７－４ 作業標準が改訂された際の変更内容の教育 0 3 1 3 3.0 0.86 ○
８－１ 作業標準どおりに作業できるよう計画的に訓練 1 0 2 4 3.2 1.06 ○
８－２ 技能レベルを評価し、人的側面の強化・改善 0 2 2 3 3.1 0.69 ○
８－３ 資格制度を導入し、有資格者以外の当該作業禁止 0 3 1 2 2.8 1.26 ×
９－１ 安全最優先の重要性の徹底と事故体験の共有 0 0 4 3 3.4 0.24 ◎
９－２ 守るべきこととそれを行える方法を明確にする 0 2 3 2 3.0 0.57 ○
９－３ 作業標準どおり作業していないことが黙認されない環

境の整備 
0 2 1 3 3.2 0.78 ○

９－４ 作業標準を自分で作るだけの技能を身につけさせ、そ
の作成、改訂に参加させる 

0 2 2 2 3.0 0.67 ○

１０－１ 業務のやり方をエラーしにくいものにする 0 2 1 4 3.2 0.78 ○
１０－２ エラーの危険性の洗い出し 0 2 3 1 2.8 0.47 ×
１１－１ 安全管理活動が適切に運営されているか内部監査 0 1 2 3 3.3 0.56 ◎
１１－２ 11‐1の内容が客観的に行う 0 3 1 2 3.0 0.86 ○
１２－１ 安全管理活動の見直し 0 6 0 1 2.2 1.19 ×
１２－２ 安全管理活動の継続的改善 0 1 3 2 3.1 0.47 ○
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表５．２ スキル不足の防止に対する効果の活動ごとの評価 

＊効果の欄の１は効果がほとんどない、２は効果があるかわからない、３はやや効果がある、４は非常に効果がある 
 
 
 
 
 

効果 
活動      活動内容 

１ ２ ３ ４ 平均 
得点 

標準 
偏差 

判
定

１－１ 経営トップのコミットメント 2 1 1 1 2.2 1.36 ×
２－１ 経営管理部門による安全管理活動の実施 1 3 0 2 2.6 0.24 ×
２－２ 関係法令に従い、安全統括責任者の選任 0 3 1 1 2.6 0.64 ×
２－３ 責任・権限を必要とする要員に与える 1 1 2 1 2.6 1.04 ×
３－１ 安全管理に関わる安全方針の策定 0 2 4 0 2.6 0.22 ×
３－２ 安全方針に沿った安全重点施策を階層ごとに策定 0 0 5 1 3.1 0.14 ○
３－３ 安全重点施策の見直し 1 2 2 0 2.2 0.56 ×
４－１ 現場の情報がボトムアップされるシステムの確保 1 0 3 1 2.8 0.96 ×
４－２ 事業者内部で横断的、縦断的に必要な情報を共有 1 2 1 2 2.6 1.22 ×
４－３ 輸送の安全に関わる情報を外部に公表する 3 1 1 0 1.6 0.64 ×
４－４ 情報のデータベース化と容易なアクセス手段の確保 1 3 1 0 2.0 0.40 ×
５－１ 輸送の現場におけるリスクの明確化 0 1 4 1 3.0 0.33 ○
５－２ 事故等の情報について、その対抗措置を講じる 0 1 2 3 3.0 0.86 ○
５－３ 不具合情報等が確実に報告される環境整備 0 1 3 2 3.1 0.47 ○
６－１ 事故等が発生した後の対応方法を決める 2 1 1 1 2.2 1.36 ×
６－２ 6‐1の内容を簡潔なものにする 1 2 1 1 2.4 1.04 ×
６－３ 事故等を想定し、必要に応じて訓練する 0 2 2 2 3.0 0.67 ○
６－４ 事故発生時の情報の伝達経路と全組織での対応 0 3 2 1 2.6 0.56 ×
６－５ 事故後に内部監査を行う 0 1 0 4 3.6 0.64 ◎
６－６ 事故後に安全管理態勢全般の見直し 0 1 2 2 3.2 0.56 ○
７－１ 教育が抜けなく行われる仕組みの確立 0 3 1 2 2.8 0.81 ×
７－２ 7‐1の内容が理解しやすく具体的なものにする 0 2 2 2 3.0 0.67 ○
７－３ 臨時で勤務に就く要員に対する教育 0 3 0 2 2.8 0.96 ×
７－４ 作業標準が改訂された際の変更内容の教育 0 4 0 2 2.6 0.89 ×
８－１ 作業標準どおりに作業できるよう計画的に訓練 0 0 1 5 3.8 0.14 ◎
８－２ 技能レベルを評価し、人的側面の強化・改善 0 1 1 4 3.5 0.58 ◎
８－３ 資格制度を導入し、有資格者以外の当該作業禁止 0 3 1 2 2.6 0.64 ×
９－１ 安全最優先の重要性の徹底と事故体験の共有 0 1 4 1 3.0 0.33 ○
９－２ 守るべきこととそれを行える方法を明確にする 0 2 2 2 3.0 0.67 ○
９－３ 作業標準どおり作業していないことが黙認されない環

境の整備 
0 2 2 2 3.0 0.67 ○

９－４ 作業標準を自分で作るだけの技能を身につけさせ、そ
の作成、改訂に参加させる 

0 2 1 2 3.0 0.80 ○

１０－１ 業務のやり方をエラーしにくいものにする 0 1 1 4 3.5 0.58 ◎
１０－２ エラーの危険性の洗い出し 0 2 3 1 2.8 0.47 ×
１１－１ 安全管理活動が適切に運営されているか内部監査 0 1 2 2 3.2 0.56 ○
１１－２ 11‐1の内容が客観的に行う 0 3 0 3 3.0 1.00 ○
１２－１ 安全管理活動の見直し 0 5 0 1 2.3 0.56 ×
１２－２ 安全管理活動の継続的改善 0 1 2 2 3.2 0.56 ○
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表５．３ 動機付けの問題の防止に対する効果の活動ごとの評価 

＊効果の欄の１は効果がほとんどない、２は効果があるかわからない、３はやや効果がある、４は非常に効果がある 
 
 
 
 
 

効果 
活動      活動内容 

１ ２ ３ ４ 平均 
得点 

標準 
偏差 

判
定

１－１ 経営トップのコミットメント 0 2 3 1 2.8 0.47 ×
２－１ 経営管理部門による安全管理活動の実施 0 0 4 2 3.3 0.22 ◎
２－２ 関係法令に従い、安全統括責任者の選任 0 2 1 3 3.1 0.81 ○
２－３ 責任・権限を必要とする要員に与える 0 2 2 2 3.0 0.67 ○
３－１ 安全管理に関わる安全方針の策定 1 2 3 1 2.5 0.82 ×
３－２ 安全方針に沿った安全重点施策を階層ごとに策定 0 0 3 4 3.5 0.24 ◎
３－３ 安全重点施策の見直し 1 2 3 0 2.3 0.56 ×
４－１ 現場の情報がボトムアップされるシステムの確保 0 0 5 2 3.2 0.20 ○
４－２ 事業者内部で横断的、縦断的に必要な情報を共有 2 3 2 0 2.0 0.57 ×
４－３ 輸送の安全に関わる情報を外部に公表する 1 4 1 0 2.0 0.33 ×
４－４ 情報のデータベース化と容易なアクセス手段の確保 1 4 1 0 2.0 0.33 ×
５－１ 輸送の現場におけるリスクの明確化 0 1 4 1 3.1 0.41 ○
５－２ 事故等の情報について、その対抗措置を講じる 0 3 1 3 2.6 0.56 ×
５－３ 不具合情報等が確実に報告される環境整備 0 1 3 2 3.1 0.41 ○
６－１ 事故等が発生した後の対応方法を決める 2 1 1 1 2.1 1.14 ×
６－２ 6‐1の内容を簡潔なものにする 1 2 1 1 2.6 0.56 ×
６－３ 事故等を想定し、必要に応じて訓練する 0 2 2 2 2.7 0.49 ×
６－４ 事故発生時の情報の伝達経路と全組織での対応 0 3 2 1 2.8 0.69 ×
６－５ 事故後に内部監査を行う 0 1 0 4 3.3 0.56 ◎
６－６ 事故後に安全管理態勢全般の見直し 0 1 2 2 3.1 0.81 ○
７－１ 教育が抜けなく行われる仕組みの確立 0 3 2 2 2.8 0.69 ×
７－２ 7‐1の内容が理解しやすく具体的なものにする 0 3 2 2 2.8 0.69 ×
７－３ 臨時で勤務に就く要員に対する教育 0 3 2 1 2.6 0.56 ×
７－４ 作業標準が改訂された際の変更内容の教育 0 4 1 2 2.7 0.78 ×
８－１ 作業標準どおりに作業できるよう計画的に訓練 1 2 1 3 2.8 1.27 ×
８－２ 技能レベルを評価し、人的側面の強化・改善 0 2 3 2 3.0 0.57 ○
８－３ 資格制度を導入し、有資格者以外の当該作業禁止 0 3 1 2 2.8 0.81 ×
９－１ 安全最優先の重要性の徹底と事故体験の共有 0 1 2 4 3.4 0.53 ◎
９－２ 守るべきこととそれを行える方法を明確にする 1 3 1 2 2.5 1.10 ×
９－３ 作業標準どおり作業していないことが黙認されない環

境の整備 
0 2 1 3 3.2 0.78 ○

９－４ 作業標準を自分で作るだけの技能を身につけさせ、そ
の作成、改訂に参加させる 

0 2 2 2 3.0 0.67 ○

１０－１ 業務のやり方をエラーしにくいものにする 0 1 2 4 3.4 0.53 ◎
１０－２ エラーの危険性の洗い出し 0 2 3 1 3.1 0.69 ○
１１－１ 安全管理活動が適切に運営されているか内部監査 0 1 3 2 3.1 0.47 ○
１１－２ 11‐1の内容が客観的に行う 0 3 1 3 3.0 0.86 ○
１２－１ 安全管理活動の見直し 0 5 2 0 2.2 0.20 ×
１２－２ 安全管理活動の継続的改善 0 1 3 2 3.1 0.47 ○
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表５．４ エラーの防止に対する効果の活動ごとの評価 

＊効果の欄の１は効果がほとんどない、２は効果があるかわからない、３はやや効果がある、４は非常に効果がある 
 
 
 
 
 

効果 
活動      活動内容 

１ ２ ３ ４ 平均 
得点 

標準 
偏差 

判
定

１－１ 経営トップのコミットメント 0 4 2 0 2.3 0.22 ×
２－１ 経営管理部門による安全管理活動の実施 0 2 4 0 2.6 0.22 ×
２－２ 関係法令に従い、安全統括責任者の選任 0 3 2 1 2.6 0.56 ×
２－３ 責任・権限を必要とする要員に与える 0 2 4 0 2.6 0.22 ×
３－１ 安全管理に関わる安全方針の策定 0 4 2 0 2.4 0.25 ×
３－２ 安全方針に沿った安全重点施策を階層ごとに策定 0 1 4 2 3.1 0.41 ○
３－３ 安全重点施策の見直し 1 1 3 1 2.6 0.89 ×
４－１ 現場の情報がボトムアップされるシステムの確保 0 0 6 1 3.1 0.12 ○
４－２ 事業者内部で横断的、縦断的に必要な情報を共有 2 1 3 1 2.4 1.10 ×
４－３ 輸送の安全に関わる情報を外部に公表する 1 3 1 1 2.3 0.89 ×
４－４ 情報のデータベース化と容易なアクセス手段の確保 1 3 1 1 2.3 0.89 ×
５－１ 輸送の現場におけるリスクの明確化 0 0 4 3 3.4 0.24 ◎
５－２ 事故等の情報について、その対抗措置を講じる 0 1 3 3 3.2 0.49 ○
５－３ 不具合情報等が確実に報告される環境整備 0 0 3 4 3.5 0.24 ◎
６－１ 事故等が発生した後の対応方法を決める 2 1 0 3 2.6 1.89 ×
６－２ 6‐1の内容を簡潔なものにする 0 3 1 2 2.8 0.81 ×
６－３ 事故等を想定し、必要に応じて訓練する 1 1 2 3 3.0 1.14 ○
６－４ 事故発生時の情報の伝達経路と全組織での対応 0 3 1 3 3.0 0.86 ○
６－５ 事故後に内部監査を行う 0 2 1 3 3.1 0.81 ○
６－６ 事故後に安全管理態勢全般の見直し 0 1 2 2 3.0 0.33 ○
７－１ 教育が抜けなく行われる仕組みの確立 0 3 1 3 3.0 0.86 ○
７－２ 7‐1の内容が理解しやすく具体的なものにする 0 2 2 3 3.1 0.69 ○
７－３ 臨時で勤務に就く要員に対する教育 0 2 1 3 3.1 0.81 ○
７－４ 作業標準が改訂された際の変更内容の教育 1 2 1 3 2.8 1.27 ×
８－１ 作業標準どおりに作業できるよう計画的に訓練 0 0 2 5 3.7 0.20 ◎
８－２ 技能レベルを評価し、人的側面の強化・改善 0 1 3 3 3.2 0.49 ○
８－３ 資格制度を導入し、有資格者以外の当該作業禁止 0 4 0 2 2.6 0.89 ×
９－１ 安全最優先の重要性の徹底と事故体験の共有 0 0 4 3 3.4 0.24 ◎
９－２ 守るべきこととそれを行える方法を明確にする 0 3 2 2 2.8 0.69 ×
９－３ 作業標準どおり作業していないことが黙認されない環

境の整備 
0 2 1 4 3.0 0.86 ○

９－４ 作業標準を自分で作るだけの技能を身につけさせ、その
作成、改訂に参加させる 

0 2 3 1 2.8 0.47 ×

１０－１ 業務のやり方をエラーしにくいものにする 0 0 2 5 3.7 0.20 ◎
１０－２ エラーの危険性の洗い出し 0 0 1 6 3.8 0.12 ◎
１１－１ 安全管理活動が適切に運営されているか内部監査 0 0 3 3 3.5 0.25 ◎
１１－２ 11‐1の内容が客観的に行う 0 3 1 3 3.0 0.86 ○
１２－１ 安全管理活動の見直し 0 5 1 1 2.4 0.53 ×
１２－２ 安全管理活動の継続的改善 0 1 3 2 3.1 0.47 ○
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表５．５ 防止活動の効果のまとめ（効果のあるもののみ） 
活動 活動内容 知識 

不足 
スキル

不足 
動機付け 
の問題 

エラー

2-1 経営管理部門による安全管理活動の実施   ◎  
2-2 関係法令に従い、安全統括責任者の選任 ○  ○  
2-3 責任・権限を必要とする要員に与える   ○  
3-2 安全方針に沿った安全重点施策を階層ごとに策定 ○ ○ ◎ ○ 
4-1 現場の情報がボトムアップされるシステムの確保   ○ ○ 
5-1 輸送の現場におけるリスクの明確化 ○ ○ ○ ◎ 
5-2 事故等の情報について、その対抗措置を講じる ◎ ○  ○ 
5-3 不具合情報等が確実に報告される環境整備 ○ ○ ○ ◎ 
6-3 事故等を想定し、必要に応じて訓練する ○ ○  ○ 
6-4 事故発生時の情報の伝達経路と全組織での対応    ○ 
6-5 事故後に内部監査を行う ◎ ◎ ◎ ○ 
6-6 事故後に安全管理態勢全般の見直し ○ ○ ○ ○ 
7-1 教育が抜けなく行われる仕組みの確立 ○   ○ 
7-2 7‐1の内容が理解しやすく具体的なものにする ○ ○  ○ 
7-3 臨時で勤務に就く要員に対する教育 ○   ○ 
7-4 作業標準が改訂された際の変更内容の教育 ○    
8-1 作業標準どおりに作業できるよう計画的に訓練 ○ ◎  ◎ 
9-1 技能レベルを評価し、人的側面の強化・改善  ◎ ○ ○ 
9-1 安全最優先の重要性の徹底と事故体験の共有 ◎ ○ ◎ ◎ 
9-2 守るべきこととそれを行える方法を明確にする ○ ○   
9-3 作業標準どおり作業していないことが黙認されな

い環境の整備 

○ ○ ○ ○ 

9-4 作業標準を自分で作るだけの技能を身につけさせ、

その作成、改訂に参加させる 

○ ○ ○  

10-1 業務のやり方をエラーしにくいものにする ○ ◎ ◎ ◎ 
10-2 エラーの危険性の洗い出し   ○ ◎ 
11-1 安全管理活動が適切に運営されているか内部監査 ◎ ○ ○ ◎ 
11-2 11‐1の内容が客観的に行う ○ ○ ○ ○ 
12-2 安全管理活動の継続的改善 ○ ○ ○ ○ 
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５．２ 防止活動の現状 

 各活動が企業においてどの程度のレベルで行われているのか明らかにするために、３．

で防止活動のレベルを４段階で評価してもらった結果を集計した。 
集計結果を表５．６に示す。表中の「平均得点」と「標準偏差」の欄は 1が 1点、2が 2

点、3が 3点、4が 4点として求めた。また、「判定」の欄の×は平均が 2.8未満の活動で
あり、上手く行われていない活動、○は平均が 2.8以上の活動であり、上手く行われている
活動とした。企業によっては一部回答してもらえなかった活動があるので、企業数は活動

ごとに異なっている。 
 表５．６より以下のことがわかった。 
（１）上手く行われている活動（平均が２．８以上）は 14活動ある。この内、 

 4‐1：現場の情報がボトムアップされるシステムの確保 
 5‐3：不具合情報等が確実に報告される環境整備 
 6‐4：事故発生時の情報の伝達経路と全組織での対応 
 9‐1：安全最優先の重要性の徹底と事故体験の共有 
 9‐2：守るべきこととそれを行える方法を明確にする 
等は特に上手く行われている活動である。 

（２）上手く行われていない活動（平均が２．８未満）は 23活動ある。この内、 
 3‐2：安全方針に沿った安全重点施策を階層ごとに策定 
 4‐3：輸送の安全に関わる情報を外部に公表する 
 4‐4：情報のデータベース化と容易なアクセス手段の確保 
 7‐1：教育が抜けなく行われる仕組みの確立 
 11‐2：11‐1の内容が客観的に行う 
 12‐1：安全管理活動の見直し 
 12‐2：安全管理活動の継続的改善 
等は特に上手く行われていない活動である。 

（３）「３．安全方針の策定・展開・見直し」「１０．作業ミスの防止」「１１．内部監査」

「１２．安全マネジメント態勢の見直しと継続的改善」に分類されている全ての活

動は上手く行われていない。 
（４）得点を見るとばらつきが大きい。すなわち、上手く行われているところと上手く行

われていないところが様々ある。 
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表５．６ 防止活動の現状でのレベル 

*レベルの欄の１はほぼ行われていない、２は一部行われている、３はやや不足している、４は十分なレベルである 

 
 
 
 
 

レベル 
活動      活動内容 

１ ２ ３ ４ 平均 
得点 

標準 
偏差 

判
定

１－１ 経営トップのコミットメント 0 3 1 2 2.8 0.81 ○
２－１ 経営管理部門による安全管理活動の実施 1 1 3 1 2.6 0.89 ×
２－２ 関係法令に従い、安全統括責任者の選任 0 3 1 2 2.8 0.81 ○
２－３ 責任・権限を必要とする要員に与える 0 2 3 1 2.8 0.47 ○
３－１ 安全管理に関わる安全方針の策定 1 1 4 1 2.7 0.78 ×
３－２ 安全方針に沿った安全重点施策を階層ごとに策定 1 3 3 0 2.2 0.49 ×
３－３ 安全重点施策の見直し 1 3 1 1 2.3 0.89 ×
４－１ 現場の情報がボトムアップされるシステムの確保 0 2 3 2 3.0 0.58 ○
４－２ 事業者内部で横断的、縦断的に必要な情報を共有する 1 1 3 2 2.8 0.98 ○
４－３ 輸送の安全に関わる情報を外部に公表する 0 6 0 0 2.0 0.00 ×
４－４ 情報のデータベース化と容易なアクセス手段の確保 2 2 2 0 2.0 0.67 ×
５－１ 輸送の現場におけるリスクの明確化 0 2 4 1 2.8 0.41 ○
５－２ 事故等の情報について、その対抗措置を講じる 1 2 2 2 2.7 1.06 ×
５－３ 不具合情報等が確実に報告される環境整備 0 1 4 2 3.1 0.41 ○
６－１ 事故等が発生した後の対応方法を決める 0 3 1 2 2.8 0.81 ○
６－２ 6‐1の内容を簡潔なものにする 0 2 4 0 2.6 0.22 ×
６－３ 事故等を想定し、必要に応じて訓練する 1 3 1 2 2.5 1.10 ×
６－４ 事故発生時の情報の伝達経路と全組織での対応 0 1 4 2 3.1 0.41 ○
６－５ 事故後に内部監査を行う 1 3 1 1 2.3 0.89 ×
６－６ 事故後に安全管理態勢全般の見直し 0 3 2 1 2.6 0.56 ×
７－１ 教育が抜けなく行われる仕組みの確立 1 4 1 1 2.2 0.78 ×
７－２ 7‐1の内容が理解しやすく具体的なものにする 2 2 1 2 2.4 1.39 ×
７－３ 臨時で勤務に就く要員に対する教育 1 1 2 2 2.8 1.14 ○
７－４ 作業標準が改訂された差異の変更内容の教育 1 2 2 2 2.7 1.06 ×
８－１ 作業標準どおりに作業できるよう計画的に訓練する 1 1 3 2 2.8 0.98 ○
８－２ 技能レベルを評価し、人的側面の強化・改善 1 2 4 0 2.4 0.53 ×
８－３ 資格制度を導入し、有資格者以外の当該作業禁止 1 3 0 2 2.5 1.25 ×
９－１ 安全最優先の重要性の徹底と事故体験の共有 0 1 5 1 3.0 0.29 ○
９－２ 守るべきこととそれを行える方法を明確にする 0 2 3 2 3.0 0.57 ○
９－３ 作業標準どおり作業していないことが黙認されない

環境の整備 
0 2 4 1 2.8 0.41 ○

９－４ 作業標準を自分で作るだけの技能を身につけさせ、そ
の作成、改訂に参加させる 

1 3 1 1 2.3 0.89 ×

１０－１ 業務のやり方をエラーしにくいものにする 0 4 2 1 2.5 0.53 ×
１０－２ エラーの危険性の洗い出し 0 4 2 1 2.5 0.53 ×
１１－１ 安全管理活動が適切に運営されているか内部監査 1 1 3 1 2.6 0.89 ×
１１－２ 11‐1の内容が客観的に行う 1 3 3 0 2.2 0.49 ×
１２－１ 安全管理活動の見直し 0 5 2 0 2.2 0.20 ×
１２－２ 安全管理活動の継続的改善 1 3 2 0 2.1 0.47 ×



 24

５．３ 防止活動の効果とレベルの関係 

 ５．１と５．２より得られた各原因の防止活動の効果とレベルの関係を明らかにするた

めに、原因の防止に効果がある活動を抜き出し、それぞれの活動が上手く行われているか、

行われていないか整理した。結果を表５．７に示す。 
表５．７から以下のことがわかった。 
（１）何かしらの原因の防止に効果がある活動について見ると、上手く行えている活動

よりも、上手く行われていない活動のほうが多い。 
（２）全ての原因の防止に効果があり、上手く行えている活動は、 

 5‐1：輸送の現場におけるリスクの明確化 
 5‐3：不具合情報等が確実に報告される環境整備 
 9‐1：安全最優先の重要性の徹底と事故体験の共有 
 9‐3：作業標準どおり作業していないことが黙認されない環境の整備 
等である。 

（３）全ての原因の防止に効果があるが、上手く行われていない活動は、 
 3‐2：安全方針に沿った安全重点施策の階層ごとに策定 
 6‐5：事故後に内部監査を行う 
 6‐6：事故後に安全管理態勢全般の見直し 
 10‐1：業務のやり方をエラーしにくいものにする 
 11‐1：安全管理活動が適切に運営されているか内部監査 
 11‐2：11‐1の内容が客観的に行う 
 12‐2：安全管理活動の継続的改善 
等である。 
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表５．７ 原因の防止に効果がある活動のレベルのまとめ 
原因の防止に効果があり、上手く行われている活動 

 
活動 

 
活動内容 

知識 
不足 

スキル
不足 

動機付け 
の問題 

エラー

2‐2 関係法令に従い、安全統括責任者の選任 ○  ○  
2‐3 責任・権限を必要とする要員に与える   ○  
4‐1 現場の情報がボトムアップされるシステムの確保   ○ ○ 
5‐1 輸送の現場におけるリスクの明確化 ○ ○ ○ ◎ 
5‐3 不具合情報等が確実に報告される環境整備 ○ ○ ○ ◎ 
6‐4 事故発生時の情報の伝達経路と全組織での対応    ○ 
7‐3 臨時で勤務に就く要員に対する教育 ○   ○ 
8‐1 作業標準どおりに作業できるよう計画的に訓練する ○ ◎  ◎ 
9‐1 安全最優先の重要性の徹底と事故体験の共有 ◎ ○ ◎ ◎ 
9‐2 守るべきこととそれを行える方法を明確にする ○ ○   
9‐3 作業標準どおり作業していないことが黙認されない

環境の整備 
○ ○ ○ ○ 

原因の防止に効果があり、上手く行われていない活動 
 

活動 
 

活動内容 
知識 
不足 

スキル
不足 

動機付け 
の問題 

エラー

2‐1 経営管理部門による安全管理活動の実施   ◎  
3‐2 安全方針に沿った安全重点施策の階層ごとに策定 ○ ○ ◎ ○ 
5‐2 事故等の情報について、その対抗措置を講じる ◎ ○  ○ 
6‐3 事故等を想定し、必要に応じて訓練する ○ ○  ○ 
6‐5 事故後に内部監査を行う ◎ ◎ ◎ ○ 
6‐6 事故後に安全管理態勢全般の見直し ○ ○ ○ ○ 
7‐1 教育が抜けなく行われる仕組みの確立 ○   ○ 
7‐2 7‐1の内容が理解しやすく具体的なものにする ○ ○  ○ 
7‐4 作業標準が改訂された差異の変更内容の教育 ○    
8‐2 技能レベルを評価し、人的側面の強化・改善  ◎ ○ ○ 
9‐4 作業標準を自分で作るだけの技能を身につけさせ、そ

の作成、改訂に参加させる 
○ ○ ○  

10‐1 業務のやり方をエラーしにくいものにする ○ ◎ ◎ ◎ 
10‐2 エラーの危険性の洗い出し   ○ ◎ 
11‐1 安全管理活動が適切に運営されているか内部監査 ◎ ○ ○ ◎ 
11‐2 11‐1の内容が客観的に行う ○ ○ ○ ○ 
12‐2 安全管理活動の継続的改善 ○ ○ ○ ○ 
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５．４ 不適切な行動の原因を防止するために重要な活動とその内容 

５．４．１ 重要視している活動 

各企業が不適切な行動の原因を防止するために重要な活動としてどのような活動を選択

しているのかを明らかにするために、重要な活動として取り上げられているものを、防止

の効果があるのか、ないのか、上手く行われているのか、行われていないのか（表５．７）

によって分類した。結果を図５．１に示す。 
図５．１から以下のことがわかった。 

（１）重要と判断された活動は調査で取り上げた 37 活動中 20 活動あり、企業によって異
なっていた。 

（２）最も多く重要だと判断された活動は「1‐1：経営トップのコミットメント」であっ
た。組織の運営に関わる活動、すなわち「１．経営トップのコミットメント」「２．

安全マネジメントの組織と責任・権限」「３．安全方針の策定・展開・見直し」「４．

情報及びコミュニケーション」は、どの原因にも防止の効果が大きくない活動とし

ながらも、重要であると判断されている。これは、これらの活動が、防止に直接効

果のある活動の推進を左右する安全管理の土台となる活動であるためと考えられる。 
（３）何らかの原因の防止に効果があり、重要であると判断された活動は、作業員に直接

関係する活動、すなわち「５．リスクの分析と対策」「７．標準どおり作業をするた

めに必要な教育」「８．標準どおり作業するために必要な訓練」「９．動機付けの問

題」「１０．作業ミスの防止」と「１１．内部監査」である。ただし、これらのうち、

「6‐3：事故等を想定し、必要に応じて訓練する」「8‐2：技能レベルを評価し、人
的側面の強化・改善」「１０．作業ミスの防止」「１１．内部監査」は上手く行われ

ていない。 
なお、原因の防止に効果があるとされながら重要な活動であると判断されなかった活動

もあるが、これらについては、３．で述べた調査では、重要な活動を上手く行われている

もの、上手く行われていないものを各 3 活動ずつに限ってあげてもらったためと考えられ
る。 
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＊（）内の数字は、9社中、重要だと判断した企業の数 

図５．１ 重要な活動の防止効果とレベル 
 
 
 

上手く行われている活動

上手く行われていない活動

何
か
し
ら
の
原
因
に

効
果
の
あ
る
活
動

ど
の
原
因
に
も
効
果

の
な
い
活
動 

・2-3 責任・権限を必要とする要員に与える（１） 
・4-1 現場の情報がボトムアップされるシステムの確保

（１） 
・5-1 輸送の現場におけるリスクの明確化（２） 
・5-3 不具合情報等が確実に報告される環境整備（３）
・6-4 事故発生時の情報の伝達経路と全組織での対応

（２） 
・7-3 臨時で勤務に就く要員に対する教育（１） 
・8-1 作業標準どおりに作業できるよう計画的に訓練す

る（４） 
・9-2 守るべきこととそれを行える方法を明確にする

（１） 

・6-3 事故等を想定し、必要に応じて訓練する（２）
・8-2 技能レベルを評価し、人的側面の強化・改善

（１） 

・10-1 業務のやり方をエラーしにくいものにする

（２） 

・10-2 エラーの危険性の洗い出し（２） 

・11-1 安全管理活動が適切に運営されているか内

部監査（１） 

・1-1 経営トップのコミットメント

（５） 

・4-2 事業者内部で横断的、縦断的に

必要な情報を共有する（１） 

・6-1 事故等が発生した後の対応方法

・3-1 安全管理に関わる安全方針

の策定（１） 

・3-3 安全重点施策の見直し（１）

・4-3 輸送の安全に関わる情報を
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５．４．２ 重要な活動の具体的な活動内容 

重要な活動の具体的な活動内容を明らかにするために、重要な活動をどのような方法で

進めているかこたえてもらったものを、上手くいっているとこたえた企業の回答と、上手

くいっていないとこたえた企業の回答を分けた上で、活動ごとに一覧表に整理した。なお、

活動を進める上での「困難な点」についても方法と合わせて整理した。結果を表５．８～

表５．２５に示す。表中の[ ]は、当該の方法を用いている企業の活動のレベルである。そ
れぞれの表に書かれている具体的な方法および困難な点を見ると似ているものが少なくな

い。これらをまとめた結果を表５．２６に示す。 
表５．８～５．２６から以下のことがわかった。 

（１）経営トップのコミットメントが上手く出来ている企業は、トップが自ら現場に足を

運び作業員と会話をするなどしているが、上手くいってない企業はこのような活動

が積極的に行われていない。この活動は直接には原因の防止に効果があるわけでは

ないが、トップが現場に積極的に足を運び作業員とコミュニケーションを図り、激

励することによって、作業員のモチベーションの向上につながり、よい職場環境を

つくりあげ、安全確保に対しての意識つけができると考えられる。 
（２）輸送の現場のリスクを明確にする方法としては、事故毎などに報告書を提出し安全

委員会等で検討し対策をまとめ、現場で活用できるようにマニュアル化することが

行われている。この活動の困難な点としては、上手く出来ている企業、そうでない

企業ともに、要員への徹底、つまり漏れなく情報を収集することを挙げている。そ

の理由として自らの失敗を報告することへの抵抗、対処する意識の欠如などがある。 
（３）事故等が発生したときに備えた訓練について、上手く出来ている企業は実際に想定

したシナリオに沿って訓練が行われるのに対して、そうでない企業は話合う段階で

終っている。実際に訓練を行うには、各部門間の協力が必要である。 
（４）事故情報等の共有については、困難な点として、全職員が理解しているのか把握が

難しいこと、事務職員等の関連規程等の認識が低いことが挙げられている。 
（５）臨時の作業員への教育については、教育に時間や人員を割くことの出来る企業では

上手く出来ているが、教える時間がないという企業では上手くいっていない。 
（６）作業員の技能能力の把握という点では、指導した内容を記録しておく仕組みが必要

である。これについても訓練に時間や人員を割くことが難しいという企業があった。 
（７）エラーの洗い出しについては、危険予測の訓練や現場での不具合等を報告させるこ

とで上手く行うことが出来る。しかし、せっかくエラーを洗い出せても、ある程度

作業になれると、作業を横着して行い、エラーを誘発させてしまうことがある。 
（８）内部監査については、客観的な評価、人員の割り当てが難しい。 
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表５．８ 重要な活動の内容と困難な点（１） 
活 動
1-1 

輸送の安全を確保するため、経営トップが、事業者全体の安全マネジメント態勢を適切に運営す
ることにたいして自ら積極的に関わる。 

 上手く行われている 上手く行われていない 
活 動
方法 

・ 経営トップ自らが、定期的に各現場を回り、
集団または個人と話し合いや面談を行い、会
社の安全態勢について説明するとともに社
員からの意見を聞いている [レベル４] 

・ 多客期前には、安全安定輸送の総点検を指示
するために全社員に向けて通達を発出し、そ
の中において各組織・社員が遂行すべき具体
的な取り組みについて指示し、会社幹部に直
接現場を視察するように指示し各社員に対
する激励を行うなどの運営を経営トップ自
らが積極的に行っている [レベル無回答] 

・ 社長自らが夏の安全運転中と年末年始の総
点検中に現場を巡視し、係員を鼓舞するとと
もに、日頃の苦労、努力を語り合っている。
トップ自らの目で安全を確認すると同時に、
トップ自らが行動する姿勢を現場に示すこ
とで、全社一丸となって安全性向上への取り
組みを行っている [レベル４] 

・ 経営トップが組織上に関わっていて、安
全に関する重要性について重きを置い
ている [レベル２] 

・ 表面上は、事故防止の表明有り [レベ
ル２] 

困 難
な点 

 ・ 安全に対する重要性の認識については、
認識しているが、自ら積極的には関わら
ない 

・ トップ自ら本音で積極的には関わらな
い 

 
 

表５．９ 重要な活動の内容と困難な点（２） 
活 動
2-3 

関係法令等で定められている責任・権限を、必要とされる要因に与える。 

 上手く行われている 上手く行われていない 
活 動
方法 

 ・ 悪いときだけ、責任者に押し付けられる [レベル２] 

困 難
な点 

 ・ 表面上のみ権限は与えられているが、実質上はなし 
・ 責任者よりの要望は並々しかきいてくれない 
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表５．１０ 重要な活動の内容と困難な点（３） 
活 動
3-1 

事業者の輸送の安全確保に関する基本理念として、安全管理にかかわる事業者の全体的な意図及
び方向性を要員に理解させ、認知させるよう、できるだけ簡明かつ、明確に示した安全方針を策
定する。 

 上手く行われている 上手く行われていない
活 動
方法 

・ 輸送の安全の確保に関わる基本精神として「安全綱領」を定め、
鉄道の歴史の中にある安全の価値観、過去の蓄積の重みは守るべ
き伝統であると考え、この「安全綱領」とその精神を引き継ぐこ
と [レベル無回答] 

 

困 難
な点 

  

 
 

表５．１１ 重要な活動の内容と困難な点（４） 
活 動
3-3 

安全重点施策を、少なくとも 1年毎に見直しを行う。 

 上手く行われている 上手く行われていない
活 動
方法 

・ 安全管理委員会委員長を中心に安全施策についての検討、その年
度ごとの安全策目標の設定、会社の安全施策目標として発表、各
部、各課での施策目標を設定し課員に周知・実施、課員からの状
況報告を行い、課及び部としての状況の取りまとめを行った後会
社としての取りまとめを行い、安全委員会で検討 [レベル３] 

 

困 難
な点 

・ 各自の取り組み状況の把握の難しさ 
・ それに基づく指導管理の難しさ 
・ 各課・各部としての把握・取りまとめ 
・ 全社的な把握の的確さとその対処 

 

 
 

表５．１２ 重要な活動の内容と困難な点（５） 
活 動
4-1 

経営管理部門と現業実施部門との双方向コミュニケーションとして、現場の顕在的課題・潜在的
課題が現場から経営管理部門に対してボトムアップされるコミュニケーションを確保する。 

 上手く行われている 上手く行われていない
活 動
方法 

・ 経営管理部門と現業実施部門との間で、頻繁にコミュニケーショ
ンの確保を図っている。風通しの良い職場環境つくりを目指し
日々取り組んでおり、経営トップが現場を巡視する中でも、現場
係員との積極的に意見交換し、現場のナマの声を聞いている。 
[レベル４] 

 

困 難
な点 
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表５．１３ 重要な活動の内容と困難な点（６） 
活 動
4-2 

関係する部門間の情報の偏在、欠落等に起因する輸送の安全確保に関するトラブル等を防止する
ため、事業者内部において縦断的、横断的に輸送の安全確保に必要な情報を共有する。 

 上手く行われている 上手く行われていない
活 動
方法 

・ 公文を使い、事故情報、事故予防などの情報を関係各社、各船に
送付する。また、データベースに上記情報を溜めて、何時でも閲
覧可能にしている。 [レベル４] 

 

困 難
な点 

・ 以前は紙で事故情報、事故予防などの情報を送っていたが、タイ
ムラグが発生したので、現在は電子データ化しメールで送信して
いるが、それゆえ、担当者がメールを開かないと情報が受け取れ
ない 

 

 
 
 
 

表５．１４ 重要な活動の内容と困難な点（７） 
活 動
5-1 

事故等に関する情報を明確にするために、安全統括責任者は現業実施部門からの情報収集に加
え、得られた報告を分類して整理し、現業部門における類似事例を明確にすること等により、輸
送の現場におけるリスクを明確にする。 

 上手く行われている 上手く行われていない 
活 動
方法 

・ 事故発生毎に、報告書の提出 
・ ５WHYで対策検討 
・ 運転適性検査を 3 年及び事故毎に実施 [レ

ベル３] 
・ 日々の輸送概況について毎朝、社内 LANに

て関係箇所へ集約される仕組みをつくって
いる。それら集約された情報において重要な
事象等については、別途安全推進委員会等で
議題として扱うなど、適宜適切な対応を取っ
ている。さらに、この中から事故事例や危険
と感じられる作業については、集約しマニュ
アル化しこれらを指導・訓練など普段の業務
に活かしている。さらに発生した事象につい
てもマニュアル化等に逐次追加し、活用して
いる [レベル無回答] 

・ 規定に基づく情報収集と提携書式での
取りまとめ記入、各部署からの必要事項
の聴取及び取りまとめ、状況報告書の記
入と提出、必要メンバーによる話し合
い、安全委員会による検討・分析・結論
を出す、会社としての結論を出す。その
後各部署を通しての現場へのフィード
バックをしてモニタリングをする 
[レベル３] 

困 難
な点 

・ 要員に徹底させること ・ 各現場からの情報収集とその裏付け、聴
取の難しさ 

・ 特に人的要素が絡む場合の情報の正確
性 

・ リスクヘッジと現業部門の受けとめ方
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表５．１５ 重要な活動の内容と困難な点（８） 
活 動
5-3 

必要に応じ、事故、トラブルの再発防止の観点から、組織・個人を問わず、各種エラーや事故の
芽となりうる事象やその対応措置について、これらが確実に報告されるシステム構築に向けた環
境整備を図る。また、他の事業者や他のモードにおける事例を有効に活用する。 

 上手く行われている 上手く行われていない 
活 動
方法 

・ 他の事業者の事例を参考に作業手順等を参考にしてい
る [レベル２] 

・ 全ての乗組員が経験した（発見した）ニアミスを積極的
に報告し、自ら本船を改善し、いち早く事故の芽（可能
性）を摘み取る活動であるニアミス 3000活動を実施し
ている [レベル４] 

・ 各課・各部での不具合報告書の記入と報告、各部でのイ
ンシデント報告、各部での不安事項報告、安全委員会及
び安全協議会での協議・検討(他社事例の検討・参照)、
会社への報告及び建議、会社としての結論・対応、各課・
各部へのフィードバック、モニタリング、各課・各部で
の検討、安全委員会・協議会検討、会社検討・見解 [レ
ベル３] 

 

困 難
な点 

・ 会社の規模が小さく、担当業務の兼務が多く難しい 
・ 乗組員が「なんでわざわざ自分の失敗を報告するのか」

とネガティブなイメージを持つ。または、報告書作成が
面倒だと感じるなどの理由によりニアミス報告が提出
されなくなる 

・ 確実な状況把握と報告 
・ 正確な状況調査 
・ 人的要因が絡んだ場合の状況把握と再現の難しさ 
・ 人員が絡んだ場合の立場保護 
・ 取りまとめまでの時間 
・ 現場での受けとめ方や対処意識 
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表５．１６ 重要な活動の内容と困難な点（９） 
活 動
6-1 

事業者全体として対応しなければならないような程度・規模の重大な事故等が発生した場合に備
え、必要に応じて、定められた責任・権限を越えて適切かつ柔軟に必要な措置が講じることがで
きるように、その責任者を定め、事故等の応急措置及び復旧措置の実施、事故等の原因、被害等
に関する調査及び分析等に係る責任・権限等必要な事項を明らかにし、事業者内部へ周知する。

 上手く行われている 上手く行われていない 
活 動
方法 

・ 会社規模が小さいので、業務に関する指
示命令系統が１本化されており、非常時
等における対応について各自が認識し
ているので、事故対応からその後の取り
扱いについて明確になっている 
[レベル４] 

・ 規定及び日々業務に則り、想像した範囲での
対処について話し合い、基本的にコンセンサ
スを得ているだけ [レベル２] 

困 難
な点 

 ・ 全社的に対処しなければならない重大事故
について、各論模擬実施のみで総論は事業都
合で話のみである。重大事故時を含め後々に
ついても各人の思惑などが絡み、話し合いど
おりの筋書きで踏襲できるか疑問 

 
 

表５．１７ 重要な活動の内容と困難な点（１０） 
活 動
6-3 

必要な措置を実効的なものとするため、事業者の事業規模、事業内容に応じ、適用な
想定シナリオを作成し、必要に応じ、訓練を行う。 

 上手く行われている 上手く行われていない 
活 動
方法 

・ 定期的な訓練のほか、テロ災害想定訓練
を行う [レベル３] 

・ 毎年、様々な想定での異常時総合訓練を
行う。近隣自治体、消防関係施設とも連
携とり、運輸部門・車両部門・施設部門
が一丸となって、お客様の安全確保・早
期復旧を確実にするよう、訓練をしてい
る [レベル４] 

・ 規定及び日々業務に則り、想像した範囲での
対処について話し合い、基本的にコンセンサ
スを得ているだけ [レベル２] 

困 難
な点 

・ 運行部門と保守部門が協力協調してこ
そ、実効的な訓練を行うことかできる 

・ 全社的に対処しなければならない重大事故
について、各論模擬実施のみで総論は事業都
合で話のみである。重大事故時を含め後々に
ついても各人の思惑などが絡み、話し合いど
おりの筋書きで踏襲できるか疑問 
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表５．１８ 重要な活動の内容と困難な点（１１） 
活 動
6-4 

重大な事故等の発生時には、事故等発生の速報を関係する要員に伝達するとともに、適宜、事故
等の内容、原因再発防止策を伝達し、全組織で迅速かつ的確な対応を図る。 

 上手く行われている 上手く行われていない 
活 動
方法 

・ 他社での重大事故の事例を元に自社に置き換えて対策
等を列記したものを提出する [レベル３] 

・ 安全幹部及び安全委員会が中心になり、模擬の伝達訓
練、参集訓練を実施、実施基本は緊急対策処理要領、及
びエマージェンシィー・マニュアルによる、各論の一部
として、自衛消防隊の訓練及び技量審査を一年に一度実
施、各論及び総論実施後、安全幹部及び安全委員会で検
討、状況報告及び総括を全社的に発表、各所への反映 
[レベル２] 

 

困 難
な点 

・ 必ずしも全員が理解しているかどうかの把握が難しい 
・ 各論の模擬訓練は実施可能であるが、総論に基づいた総

合模擬訓練が設定しにくい。 
・ 事業所で飛行現場から離れた事務職員の関連規程等の

認識が低くなりがちである。 
・ 緊急対処時の各自の持ち場分担の意識維持が難しい。 
・ 初期対処の確実性 

 

 
 

表５．１９ 重要な活動の内容と困難な点（１２） 
活 動
7-3 

臨時で勤務に就く要因に対して、必要な教育を確実に行う。 

 上手く行われている 上手く行われていない 
活 動
方法 

・ 運輸課の指導担当が教材を使用し
て、個別に机上教育を納得するまで
行う。 [レベル４] 

・ 補いの教育程度しか行っていない。レベル３ 
・ 臨時に勤務に就く要員員に対して、業務に必要な

知識、技能、経験、免許を持っているかは確認す
る [レベル２] 

困 難
な点 

・ 運転士の見習等については、担当の
指導運転士にまかせっきりになり
やすく、能力の把握が難しい。 

・ 現場はいつも時間不足（多忙）という理由に、教
育をしない。 

・ 使用されている機器、ソフトには多くの種類があ
り個々の機器、ソフトに対して教育を実施するこ
と 
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表５．２０ 重要な活動の内容と困難な点（１３） 
活 動
8-1 

要員が標準書等の内容を知っているにもかかわらず、技能が未熟で、正確に標準書どおりの作業
ができないということがないよう、必要な技能訓練を計画的に行う。 

 上手く行われている 上手く行われていない 
活 動
方法 

・ 指令員・運転士及び運輸・工務課関
係社員による、指導通信式（代用閉
そく方式）及び伝令式（救援列車）
施行等の実設訓練の実施 [レベル
３] 

・ 外部からの事故情報等を参考にし
ながら、年間の訓練計画を作成し技
能訓練を実施している。その習熟に
常に指導者と関係係員がマンツー
マンで確認している [レベル４] 

・ 運転、保守部門それぞれの作業手順
に則り、定期的に訓練を行っている 
[レベル２] 

・ 要員不足のため技能習熟のための、必要な訓練計
画を実施する回数が少ない [レベル１] 

困 難
な点 

・ 代用閉そく方式では、信号機の故障
を前提にした場合の訓練なので、夜
間の保守間合い帯での訓練になっ
てしまう 

・ 作業内容を熟知しているベテラン
職員にありがちな、作業を慣習的に
行うことで、ヒューマンエラーを誘
発してしまうこと 

・ 要員不足のため要員を集めるのが難しい。要員不
足のため個別訓練になり全体的にできない。 

 
 

表５．２１ 重要な活動の内容と困難な点（１４） 
活 動
8-2 

技能評価シート等を用いて要員の技能レベルを評価し、組織としてどのような人的側面の強化・
改善が必要なのか明らかとする。 

 上手く行われてい
る 

上手く行われていない 

活 動
方法 

 ・ 技能評価シート等を用いて要員の技能レベルを評価しているが、組織
としてどのような人的側面の強化・改善が必要なのか明らかになって
いない [レベル３] 

・ 組織規模が小さく、社員の顔が見えるため、指導担当者が直接教育を
行っている [レベル３] 

困 難
な点 

 ・ 人数が少なく、長期的な人材育成の計画ができず、人を配属させると
きの苦労がある 

・ 直接指導した細かい内容について、明確な記録として残す仕組みにな
っていない 

 
表５．２２ 重要な活動の内容と困難な点（１５） 

活 動
9-2 

守るべきこととそれを行える方法を標準書等で明確にする。業務のやり方を変更する場合には、
まず標準書を改定し、改定した標準書に沿って業務を行わせるようにする。 

 上手く行われている 上手く行われていない 
活 動
方法 

・ 乗務員の乗務以外の構内作業について作業要領を作
成し、作業漏れのないようにしている [レベル２] 

 

困 難
な点 

・ 作業要領に指定した内容だけで終わってしまう。  
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表５．２３ 重要な活動の内容と困難な点（１６） 

活 動
10-1 

設備、手順、指示票など、業務のやり方をエラーしにくい、エラーしても大丈夫なも
のにする。 

 上手く行われている 上手く行われていない 
活 動
方法 

・ 安全マネジメントを踏まえ見
直しを図っている [レベル２]

・ 設備については、メーカーの標準仕様を使用し、エラ
ーしにくい、エラーしても大丈夫な機器、ソフトなど
が取り付けられていないことがある [レベル３] 

困 難
な点 

・ エラーしても大丈夫なものが
何なのか知りたい 

・ 特別仕様に変えるとコストが高くなる。また、失敗の
不安を抱えながら運用でカバーしているので、表向き
は不具合が無いように思われる 

 
 

表５．２４ 重要な活動の内容と困難な点（１７） 
活 動
10-2 

担当者が業務のやり方を分析し、エラーの危険性を洗い出す。（エラーの予知を行う） 

 上手く行われている 上手く行われていない 
活 動
方法 

・ 標準作業（手順書有り、但し、基本作業中心） 
・ 危険余地訓練とヒヤリ・ハットを月 1回程度部門内で

報告させている [レベル３] 
・ 本船乗組員及び船舶の管理業務担当者は船舶用安全

管理マニュアルの見直し、不具合・不適合の改善・是
正が必要なときは、経験報告書を作成し、会社に報告
する。そして、会社は一定期間ごとに変更管理委員会
を開催し、経験報告書について審議し、必要があれば
マニュアルを改訂する。 [レベル３] 

 

困 難
な点 

・ 慣れてくると、横着になり、標準作業しない 
・ 乗組員が作業に慣れてくるとマニュアルを確認せず

に本人の知識・経験で作業を実施し、指示通りの手順
を踏まずに事故を起こす。また安全管理システムが形
骸化してしまう。 

 

 
 

表５．２５ 重要な活動の内容と困難な点（１８） 
活 動

11-2 

内部監査の実施に当たっては、内部監査を受ける部門の業務に従事していない者が監査を実施す

るなど、監査の客観性が確保できるようにする。 

 上手く行われている 上手く行われていない 

活 動

方法 

・ ２年毎、１部門、１日かけて点検 

・ 追跡監査も実施 [レベル３] 

・ 1年に 1回、本社の各担当者が各部門の監査を

実施する [レベル３] 

困 難

な点 

・ 客観的評価 ・ 監査実施者の絶対数が少ないため、他の業務従

事者だけでは監査を実施することができない

 
注）活動 4-3、11-1については現在行っていないという回答が得られた。 
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表５．２６ 表５．８～表５．２５のまとめ 
活動 活動内容 具体的な活動内容 困難な点 
1-1 
4-1 

経営トップのコミ
ットメント及び 
現場の情報がボト
ムアップされるシ
ステムの確保 

経営トップが、定期的に現場に足を運び、
視察を行い、作業員と会話をする中で安全
態勢について説明するとともに意見を聞
く等のコミュニケーションを積極的に行
う。また作業員の鼓舞等も行う。 

経営トップが積極的に安全
管理態勢に関わろうとしな
い。 

2-3 
 

責任・権限を必要と
する要員に与える 

 不具合が生じた際に責任を
押し付けられるものの、実質
的な権限がない。 

3-1 安全管理に関わる
安全方針の策定 

輸送の安全の確保に関わる基本精神を「安
全綱領」として定め、この「安全綱領」と
その精神を守るべき伝統として受け継ぐ。

 

3-3 安全重点施策の見
直し 

安全管理委員会にて安全施策について検
討し、年度ごとの安全施策目標を設定・発
表する。各部、各課では、これを受け、施
策目標を設定し、課員に周知し、実施する。
課員からの状況報告を行い、課及び部とし
ての状況の取りまとめを行った後会社と
しての取りまとめを行い、安全委員会で検
討する。 

各自の取り組み状況の把握、
それに基づく指導管理の難
しさ。 
各課・各部としての把握・取
りまとめ。 
全社的な把握の的確さとそ
の対処。 

4-2 
 

事業者内部で横断
的、縦断的に必要な
情報を共有する 

公文を使い、事故情報、事故予防などの情
報を関係各社、各部署に送付する。また、
データベースに上記情報を溜めて、何時で
も閲覧可能にする。 

 

5-1 
5-3 
10-2 

リスクの明確化・エ
ラーの洗い出し 

事故発生毎に、全ての乗務員が経験した
（発見した）ヒヤリハットを積極的に報告
し、報告書を提出する。 
５WHYで対策検討を行う。 
一定期間ごとに変更管理委員会を開催し、
ヒヤリハット報告書を審議し、必要があれ
ばマニュアルを改訂する。さらに発生した
事象についても事例集等に逐次追加し、活
用する。 
運転適性検査を 3年及び事故毎に実施。 

現場からの情報収集とその
裏付け、聴取の難しさ。特に
人的要素が絡む場合の情報
の正確性。 
リスクヘッジと現業部門の
受け止め方。 
作業員の作業に対する慣れ
による横着。 
安全管理システムの形骸化。

6-1 
6-3 
6-4 

重大事故等への対
応 

事故等が起きた際の指示命令系統を１本
化する。 
他社で起きた事例を自社に置き換えて対
策を検討、また模擬の訓練を定期的に実施
し、その後安全委員会にて検討し総括を全
社的に発表し、各所へ反映させる。 

具体的な訓練が行われず、話
し合いのみで終わる。 
関連部門間での協力協調。 
理解の把握。 
現場に出ない事務職員の認
識の低下。 

7-3 臨時で勤務に就く
要員に対する教育 

指導担当による机上教育を納得するまで
行う。 

時間不足を利理由に、教育を
怠る。 
使用する機器の、ソフト全て
に対して教育を行いきれな
い。 

8-1 
8-2 

標準どおり作業す
るために必要な訓
練 

外部からの事故情報を基にしながら、年間
の訓練計画を作成し、技能訓練を実施す
る。 
指導教官によるマンツーマン指導。 

要員不足により訓練実施回
数が少ない。 
指導した細かい内容につい
て、記録を残す仕組みがな
い。 

9-2 守るべきこととそ
れを行える方法を
明確にする 

乗務員の乗務以外の構内作業について作
業要領を作成し、作業漏れのないようにし
ている。 

作業要領に指定した内容だ
けで終わってしまう。 

10-1 業務のやり方をエ
ラーしにくいもの
にする 

安全マネジメントを踏まえ見直しを図っ
ている。 

設備についてエラーしにく
い装置を取り付けるにはコ
ストがかかりすぎる。 

11-1 
11-2 

内部監査 1年に 1回、または数年に１回、本社の各
担当者が各部門の監査を実施する。 

客観的評価。 
監査実施者の絶対数が少な
いため、他の業務従事者だけ
では監査を実施することが
できない。 
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５．５ 運輸の安全のために行わなければならない今後の課題 

運輸の安全のために企業・運輸業界・行政が行わなければならないと感じている今後の

課題についてフリーフォームで記入して頂いた結果をまとめた。結果を表５．２７に示す。 
表５．２７より以下のことがわかった。 

（１）企業が今後の安全のために行わなくてはならない課題として、主に作業員の能力の向

上とハード・ソフト両面での安全性の向上、良い社内風土つくりがある。 
（２）運輸業界の今後の安全のために行わなくてはならない課題として、他社との情報の共

有、事業者間の協調などがある。 
（３）行政が今後運輸の安全のために行わなくてはならない課題として、企業に対する補助

制度の確立、運輸企業全体への理解、行政による教育などがある。 
 

表５．２７ 運輸の安全のために行わなければならない今後の課題 

企業が今後運輸の安全のために行わなくてはならない課題 
・ 係員のスキルアップとその体制の確立 
・ リスクマネジメント及びヒューマンファクター等に関する教育訓練 
・ 安全会議などでのディスカッションによる意識付けを行い、本当の安全性を高める

・ 内部監査、機器の検査を効率的に実施して、事故を未然に防止する 
・ 操作するときにミスが発生しにくい機器・ソフトを採用 
・ 安全施策に十分取り組める風土作り、意識改革、事業者の体力作り 
運輸業界が今後運輸の安全のために行わなくてはならない課題 
・ 他社との事故・インシデント情報の提供と共有 
・ 事業者間の協調 
・ 事業者に起因しない事故などを減少させるために、積極的に世間への啓発活動 
行政が今後運輸の安全のために行わなくてはならない課題 
・ 事業者の安全性向上活動に対応した補助制度の充実 
・ 各種事故防止対策に向けた施策の確立と技術開発 
・ 運送事業への事業実情把握・理解 
・ 列車妨害等を防止するために、積極的な啓発活動への賛同 
・ 事故・インシデントに関するマニュアルの作成 
・ 中小規模事業者に対する行政指導による、安全教育指導の講習会等の実施 
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６．人の不適切な行動による事故・インシデントを減少させ

るための活動の目指す姿 

 ５．までの結果を踏まえ、それぞれの原因を減少させる活動の目指す姿を明らかにする

ために、表５．５、表５．７、表５．２６、表５．２７の結果を 1 枚の図にまとめた。ま
ず、各原因の防止に効果のある活動を抜き出し、相互の関係を考慮して、フロー図の形に

整理した。次に、当該の活動を行う上で具体的な方法があれば書き出す。その際、多くの

企業で活用できるように一般化を行った。また、当該の活動を行う上での困難な点や課題、

その打開策等があれば書き出しまとめた。一部企業による具体的な内容がないものについ

ては、書籍等に書かれているものを参考に追記した。結果を図６．１～６．３に示す。な

お、スキル不足については、これが原因で発生している事故・インシデントが少ないこと、

防止活動が知識不足の防止活動と類似していることを考慮し、知識不足とまとめて扱った。 
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2222‐‐‐‐2222：：：：企業内企業内企業内企業内にににに安全管理委員会等安全管理委員会等安全管理委員会等安全管理委員会等のののの設置設置設置設置→→→→関係法令関係法令関係法令関係法令にににに従従従従いいいい安全管理責任者安全管理責任者安全管理責任者安全管理責任者をををを任命任命任命任命    

2222‐‐‐‐1111，，，，3333‐‐‐‐2222：：：：確実確実確実確実にににに運営運営運営運営させるさせるさせるさせる（（（（安全重点施策安全重点施策安全重点施策安全重点施策をををを階層階層階層階層ごとにごとにごとにごとに策定策定策定策定するするするする））））    

7777‐‐‐‐1111，，，，7777‐‐‐‐3333，，，，8888‐‐‐‐1111：：：：具体的具体的具体的具体的なななな教育教育教育教育・・・・訓練訓練訓練訓練をををを効果的効果的効果的効果的にににに行行行行うううう（（（（臨時臨時臨時臨時にににに作業作業作業作業にににに就就就就くくくく作業員作業員作業員作業員にににに対対対対してもしてもしてもしても事前事前事前事前
にににに同様同様同様同様のののの教育教育教育教育・・・・訓練訓練訓練訓練をををを行行行行うううう））））    

○指導者による勉強・訓練の機会を設け、新人、ベテラン関係なく教育・訓練を行う。全員同時参
加でなくてもよいので、確実に参加させ、双方が納得するまで行う（表５．２６より）。 
⇒課題として、時間的、人員的拘束が大きい（表５．２６より）。 

○臨時で作業をする作業員に対しても完璧ではないにしろある程度の知識、スキルを習得させてお
く。作業時には臨時の作業員の周りにいる作業員は自身の作業をしつつ臨時の作業員に気を配り、
何か異常があった場合しっかりとフォローを行う。 
⇒課題として、臨時の作業員の周りにいる作業員が自身の作業に集中できずに事故原因を誘発す
る恐れがある 

５５５５．．．．情報情報情報情報についてについてについてについて委員会内委員会内委員会内委員会内でなぜそのようなでなぜそのようなでなぜそのようなでなぜそのような事故事故事故事故・・・・インシデントインシデントインシデントインシデントがががが発生発生発生発生したのかしたのかしたのかしたのか、、、、どうすればどうすればどうすればどうすれば良良良良いのかいのかいのかいのか検討検討検討検討するするするする
○得られた情報が重要な情報であるかそうでないのか見極めてから検討する。 
⇒課題として、分析官の育成システムの確立。

7777‐‐‐‐1111，，，，8888‐‐‐‐1111：：：：委員会内委員会内委員会内委員会内でででで検討検討検討検討しまとめたしまとめたしまとめたしまとめた内容内容内容内容にににに基基基基づきづきづきづき年間年間年間年間のののの教育教育教育教育・・・・訓練訓練訓練訓練のののの計画計画計画計画をををを立立立立てるてるてるてる    

7777‐‐‐‐2222：：：：作業標準作業標準作業標準作業標準のののの内容内容内容内容はははは具体的具体的具体的具体的かつかつかつかつ容易容易容易容易にににに理解理解理解理解できできできでき、、、、作業員作業員作業員作業員にににに無理無理無理無理のないのないのないのない内容内容内容内容にするにするにするにする    
○作業員が理解できない、ましてや実行困難な内容にならないよう吟味する。 
⇒作業標準を作成する担当者は現場で十分な経験のある者が望ましい。

1111‐‐‐‐1111，，，，4444‐‐‐‐1111，，，，4444‐‐‐‐2222，，，，5555‐‐‐‐3333：：：：自社自社自社自社、、、、他社問他社問他社問他社問わずわずわずわず発生発生発生発生したしたしたした事故事故事故事故・・・・インシデントインシデントインシデントインシデントについてについてについてについて情報情報情報情報をををを収集収集収集収集するするするする    
○経営トップ及び安全管理責任者を含む経営管理部門の人間と現業実施部門とのコミュニケーションを図り、不
具合情報でも報告される職場環境を整備する（表５．２６より）。 
⇒課題として、トップが現場の状況を知る事の重要さを認識しなければならない（表５．２６より）。 

8888‐‐‐‐2222：：：：教育教育教育教育・・・・訓練訓練訓練訓練のののの成果成果成果成果をををを記録記録記録記録しししし、、、、評価評価評価評価をををを行行行行えるようなえるようなえるようなえるような仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを確立確立確立確立するするするする    

8888‐‐‐‐2222：：：：評価評価評価評価のののの結果結果結果結果からからからから組織組織組織組織としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような人的側面人的側面人的側面人的側面のののの強化強化強化強化・・・・改善改善改善改善がががが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか明明明明らかにするらかにするらかにするらかにする    

12121212‐‐‐‐2222：：：：安全管理委員安全管理委員安全管理委員安全管理委員会等会等会等会等でででで人的側面人的側面人的側面人的側面のののの強化強化強化強化・・・・改善改善改善改善がががが必要必要必要必要なななな点点点点についてについてについてについて対策案対策案対策案対策案をををを検討検討検討検討するするするする    

１１１１１１１１．．．．１２１２１２１２．．．．定期的定期的定期的定期的にににに内部監査内部監査内部監査内部監査・・・・見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うううう    
○第３者による客観的な評価を行う（表５．２６より）。 
⇒課題として、私情が絡むなど完全な中立な立場での監査・見直しをどのように行うか（表５．２６より）
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図６．１ 知識不足・スキル不足の防止活動のあるべき姿 

 
図６．２ 動機付けの問題の防止活動のあるべき姿 

 
 
 
 
 
 
 

2222‐‐‐‐3333 責任責任責任責任・・・・権限権限権限権限をををを必要必要必要必要とするとするとするとする要員要員要員要員にはにはにはには与与与与えるえるえるえる    
○不具合が生じた際に責任を押し付けられるだけで、実質的な権限はないということがないようにする（表
５．２６より）。 
⇒課題として、書面等で責任の委譲をきちんとした形で残しておく必要がある 

5555－－－－1111，，，，9999‐‐‐‐1111：：：：全職員全職員全職員全職員にににに安全最優先安全最優先安全最優先安全最優先おおおお重要性重要性重要性重要性のののの徹底徹底徹底徹底とととと事故体験事故体験事故体験事故体験のののの共有共有共有共有をををを行行行行うううう    
○事故等と直接には関係がないであろう職員に対しても行う。 
⇒課題として、事務職員等に如何にして事故等に対する意識の維持を行うか（表５．２６より） 

8888‐‐‐‐2222：：：：技能技能技能技能レベルレベルレベルレベルをををを評価評価評価評価しししし、、、、人的側面人的側面人的側面人的側面のののの強化強化強化強化・・・・改善改善改善改善のののの方向性方向性方向性方向性をををを決決決決めるめるめるめる    
○評価の妥当性が必要になる。作業員が不当に低い評価をされること、技能がないにも関わらず十分  
なレベルだと評価されることのないようにする。 
⇒課題として、評価を行う際には明確な基準を設ける必要がある 

9999‐‐‐‐3333：：：：作業作業作業作業がががが標準標準標準標準どおりどおりどおりどおり行行行行われないことがわれないことがわれないことがわれないことが黙認黙認黙認黙認されないされないされないされない職場環境職場環境職場環境職場環境にするにするにするにする    
○作業員が当該作業に慣れたつもりで横着をすること、標準どおり作業を行うと不都合が生じることの 
いようにする（表５．２６）。 
⇒前者の場合は監督者による注意・警告が必要であり、決して見逃してはならない。 
後者の場合は、本当に不都合が生じるのか検討を行い、生じる場合は早急に標準の改訂等を行い、生
じない場合は当該作業の標準の意図を理解させる必要がある。 
監督者には作業員と話し会う時間がないなどといった言い訳は事故が起きてからでは通用しないとい
うことを理解しなくてはならない 

2222‐‐‐‐2222：：：：企業内企業内企業内企業内にににに安全管理委員会等安全管理委員会等安全管理委員会等安全管理委員会等のののの設置設置設置設置→→→→関係法令関係法令関係法令関係法令にににに従従従従いいいい安全管理責任者安全管理責任者安全管理責任者安全管理責任者をををを任命任命任命任命    

2222‐‐‐‐1111，，，，3333‐‐‐‐2222：：：：確実確実確実確実にににに運営運営運営運営させるさせるさせるさせる（（（（安全重点施策安全重点施策安全重点施策安全重点施策をををを階層階層階層階層ごとにごとにごとにごとに策定策定策定策定すすすするるるる））））    

1111‐‐‐‐1111，，，，4444‐‐‐‐1111，，，，4444‐‐‐‐2222，，，，5555‐‐‐‐3333：：：：自社自社自社自社、、、、他社問他社問他社問他社問わずわずわずわず発生発生発生発生したしたしたした事故事故事故事故・・・・インシデントインシデントインシデントインシデントについてについてについてについて情報情報情報情報をををを収集収集収集収集するするするする    
○経営トップ及び安全管理責任者を含む経営管理部門の人間と現業実施部門とのコミュニケーション  
を図り、不具合情報でも報告される職場環境を整備する（表５．２６より）。 
⇒課題として、トップが現場の状況を知る事の重要さを認識しなければならない（表５．２６より） 

１１１１１１１１．．．．１２１２１２１２．．．．定期的定期的定期的定期的にににに内部監査内部監査内部監査内部監査・・・・見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うううう    
○第３者による客観的な評価を行う（表５．２６より） 
⇒課題として、私情が絡むなど完全な中立な立場での監査・見直しをどのように行うか（表５．２６より）
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図６．３ エラーの防止活動のあるべき姿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5555‐‐‐‐1111，，，，5555‐‐‐‐3333：：：：ボトムアップボトムアップボトムアップボトムアップされたされたされたされた情報情報情報情報からからからから分析担当者分析担当者分析担当者分析担当者によるによるによるによる危険危険危険危険のののの洗洗洗洗いいいい出出出出しししし    
○危険の洗い出しを上手く行い、その対策を安全管理委員会等で検討する（表５．２６より）。 
⇒全ての情報について危険を洗い出すと、きりがないのでどの情報が重要か見極める能力を養う必
要がある 

2222‐‐‐‐2222：：：：企業内企業内企業内企業内にににに安全管理委員会等安全管理委員会等安全管理委員会等安全管理委員会等のののの設置設置設置設置→→→→関係法令関係法令関係法令関係法令にににに従従従従いいいい安全管理責任者安全管理責任者安全管理責任者安全管理責任者をををを任命任命任命任命    

2222‐‐‐‐1111，，，，3333‐‐‐‐2222：：：：確実確実確実確実にににに運営運営運営運営させるさせるさせるさせる（（（（安全重点施策安全重点施策安全重点施策安全重点施策をををを階層階層階層階層ごとにごとにごとにごとに策定策定策定策定するするするする））））    

1111‐‐‐‐1111，，，，4444‐‐‐‐1111，，，，4444‐‐‐‐2222，，，，5555‐‐‐‐3333：：：：自社自社自社自社、、、、他社問他社問他社問他社問わずわずわずわず発生発生発生発生したしたしたした事故事故事故事故・・・・インシデントインシデントインシデントインシデントについてについてについてについて情報情報情報情報をををを収集収集収集収集するするするする
○経営トップ及び安全管理責任者を含む経営管理部門の人間と現業実施部門とのコミュニケーション
を図り、不具合情報でも報告される職場環境を整備する（表５．２６より）。 
⇒課題として、トップが現場の状況を知る事の重要さを認識しなければならない（表５．２６より）

5555‐‐‐‐2222：：：：洗洗洗洗いいいい出出出出されたされたされたされた危険危険危険危険をををを防防防防ぐためのぐためのぐためのぐための作業方法作業方法作業方法作業方法・・・・業務方法業務方法業務方法業務方法をををを検討検討検討検討するするするする    
○人はミスをするものだという考え方から、あらかじめミスが起きても大丈夫なように、いくつもの
防衛策を講じておく必要がある 
⇒課題として、作業員の教育・訓練や横着がないようにすることも大切。つまり、エラーをなくす
前に知識不足・スキル不足・動機付けの問題による原因がなくなっていなければならない 
⇒機器やソフトの面で安全性が高くエラーしにくいものを取り付けるにはコストがかかりすぎる
場合がある（表５．２６より）。行政による補助制度の確立が必要（表５．２７） 

１１１１１１１１．．．．１２１２１２１２．．．．定期的定期的定期的定期的にににに内部監査内部監査内部監査内部監査・・・・見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うううう    
○第３者による客観的な評価を行う（表５．２６より）。 
⇒課題として、私情が絡むなど完全な中立な立場での監査・見直しをどのように行うか（表５．２６より）

○日々変化し続ける現場の状況に目を光らせ、同じ対策やシステムが一生役に立ち続けることはないのだか
ら、今現在事故・インシデントが発生していなくても、常にＰ（ＰＬＡＮ）Ｄ（ＤＯ）Ｃ（ＣＨＥＣＫ）
Ａ（ＡＣＴ）をし続ける。 
⇒課題として、不安がないことが不安である考え、自ら不安点を見つけ続ける努力が必要 
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７．結論と今後の課題 

 本研究では、交通機関各社の事故・インシデントの未然防止活動の実態を明らかにする

ことを試みた。 

結果として、知識不足、動機付け不足、エラーに起因する事故・インシデントが問題に

なっていること、これらを未然に防止するために有効な活動については共通の理解が得ら

れていること、特定の活動についてみると上手く行っている企業があり、これらのやり方

を相互に共有することで未然防止活動のレベルの向上をはかることが期待できることなど

がわかった。 
今後の課題としては、より多くの企業に対して同様の調査を行い、得られた結果の一般

性を確認すること、事業規模の違いや企業の業種による違いを明らかにすることが残され

ている。また、図６．１～６．３に示したように、未然防止活動を進める上での困難さが

あり、これらを克服するための具体的な方法を検討することが必要である。 
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付 録 



 
交通機関交通機関交通機関交通機関におけるにおけるにおけるにおける安全管理態勢安全管理態勢安全管理態勢安全管理態勢のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題にににに関関関関するするするする調査調査調査調査    

 
１１１１．．．．主旨主旨主旨主旨    
近年、福知山線での脱線事故、石油タンカー座礁事故、居眠り運転による玉突き事故等、交通機関の
安全管理態勢が問われるような事故やインシデント（傷害や損害が発生する前に発見されたもの）が起
こっています。このような中、本年１０月には、国土交通省によって「安全管理規程に係るガイドライ
ン」が制定され、交通機関各社に対してトップ主導の安全管理マネジメントの実践が求められるように
なりました。 
このような現状を踏まえ、交通機関各社の事故・インシデントの現状、これらを防止するための組織
的なマネジメント活動の現状を調査し、そこから今後社会として再発防止・未然防止に向けて取り組む
べき方向を明らかにします。 
  
２２２２．．．．回答回答回答回答頂頂頂頂くくくくにあたってのごにあたってのごにあたってのごにあたってのご注意注意注意注意    
（１）本調査は大きく次の５つのパートから構成されています。 

 Ⅰ．事業の概要 
 Ⅱ．事業における事故・インシデントの現状 
 Ⅲ．事故・インシデント防止活動の効果と現状のレベル 
 Ⅳ．事故・インシデント防止のための活動の内容 
 Ⅴ．運輸業界及び行政が今後運輸の安全のために行わなくてはならない課題 
順番にお答え下さい。 

 
（２）複数の運輸事業を行っている場合には、特に事故・インシデントの防止が重要となっている主な

運輸事業を１つ選び、お答えください。 
 
（３）本調査用紙の電子ファイル（Microsoft Word ファイル）は、ホームページからダウンロードでき

ます。http://www.indsys.chuo-u.ac.jp/~nakajo/safety.html 
 
（４）ご記入頂きました調査用紙（電子ファイル）につきましては平成１９年１月３１日（水）までに

e-mail アドレス：k907s2461@hotmail.co.jp 宛に添付にて返送頂きますようお願い申し上げます。 
 
（５）調査結果をとりまとめた報告書をお送りする予定です。報告書の送付を希望される場合には、下

記に送り先をご記入ください。 
 
     郵送先住所または e-mail アドレス（どちらか片方でかまいません）： 
 
     会社名： 

所属： 
    氏名： 
 
（６）アンケート内容に関し、ご不明な点、ご質問がありましたら、下記宛ご連絡下さい。 
 

本件担当者： 中央大学理工学部経営システム工学科 
桑名 翔 
112-8551 東京都文京区春日 1-13-27 
Tel 03-3817-1933  Fax 03-3817-1943 
Tel 090-9384-3763（直通） 
e-mail: k907s2461@hot mail.co.jp 
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質問質問質問質問ⅠⅠⅠⅠ    事業事業事業事業のののの概要概要概要概要についておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。    
 
Ⅰ－１  事業の内容について簡単にお答えください。なお、複数の運輸事業を行っている場合は、

特に事故・インシデントの防止が重要な事業を１つ選んでお答えください。 
 

Ⅰ－１ 
事業内容 

 

 
Ⅰ－２  質問Ⅰ－１でお答え頂いた事業に関係する従業員数（関係会社、非正社員含む）について

以下の選択肢の中からお答えください。 
１． １~50人   
２． 51~100人 
３． 101~500人 
４． 501~1000人 
５． 1001~5000人 
６． 5001~10000人 
７． 10001人以上 

 
Ⅰ－２ 
従業員数（関係会社、非正社員含む）

    

 
Ⅰ－３  質問Ⅰ－１でお答え頂いた事業において、安全管理組織（委員会、部、課等）に係る人の

比率についてお答えください。（５％刻み程度でかまいません） 
 

Ⅰ－３ 比率 
安全管理に係る人の比率    ％

 
Ⅰ－４  質問Ⅰ－１でお答え頂いた事業において、運行に直接係る人、メンテナンスに係る人、そ

の他（間接部門等）の比率についてお答えください。（５％刻み程度でかまいません） 
 

Ⅰ－４ 比率 
運行に直接係る人の比率    ％

メンテナンスに係る人の比率    ％

その他の人の比率    ％
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質問質問質問質問ⅡⅡⅡⅡ    事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおける事故事故事故事故・・・・インシデントインシデントインシデントインシデントについておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。    

 
Ⅱ－１  質問Ⅰ－１でお答え頂いた事業において、様々な事故・インシデントが発生していると思い

ます。これらの事故・インシデントの原因は 
１． 知識不足（標準を知らない）による事故・インシデントの比率（タイプ１） 
２． スキル不足（標準を知っているがその通り行うことができない）による事故・イン

シデントの比率（タイプ２） 
３． 動機付けの問題（標準を知り、その通り作業を行うことができるが、意図的に標準

を守らない）による事故・インシデントの比率（タイプ３） 
４． 人的エラー（標準を知り、その通り作業を行うことができ、標準に沿って作業して

いたが、意図しない忘れや、抜け、誤解が発生した）による事故・インシデントの
比率（タイプ４） 

５． その他の原因による事故・インシデントの比率（タイプ５） 
の 5 つに分けることができます。事故・インシデントの原因を上記のように分けたとき、
各タイプに該当するものの比率をお答えください。（５％刻み程度でかまいません） 
 
差し支えなければ、タイプ１～５の具体例についても簡単にお答えください。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ－２  質問Ⅰ－１でお答え頂いた事業における事故・インシデントの発生数は、同業他社と比べて

どれ位だと思いますか。以下の選択肢の中からお答えください。 
 

１・多いと思う。 
２・少し多いと思う。 
３・同じくらいであると思う。 
４・少ないと思う。 
５・非常に少ないと思う。 

 
Ⅱ－２  

 

Ⅱ－１ 比率 具体例 
知識不足による事故・インシデント
の比率（タイプ１） 

   ％  

スキル不足による事故・インシデン
トの比率（タイプ２） 

   ％  

動機付けの問題による事故・インシ
デントの比率（タイプ３） 

   ％  

エラーによる事故・インシデントの
比率（タイプ４） 

   ％  

その他の原因による事故・インシデ
ントの比率（タイプ５） 

   ％  
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質問質問質問質問ⅢⅢⅢⅢ    事故事故事故事故・・・・インシデントインシデントインシデントインシデント防止活動防止活動防止活動防止活動のののの効果効果効果効果とととと現状現状現状現状ののののレベルレベルレベルレベルについておについておについておについてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。    

 
Ⅲ－１  本調査票の１２～１３頁の表１は、国土交通省によって策定されたガイドライン「安全管

理規程に係るガイドライン」をもとに、事故・インシデントを防止するための組織の活動
をまとめたものです。各活動が、質問Ⅱ－１でお答えいただいた事故・インシデントの５
つのタイプを防止する上でどの程度効果があるか、次の 1~4の 4 段階でお答えください。
（回答欄は４頁にあります） 
 
１・この活動は事故・インシデントを防ぐ上でほとんど効果がない。 
２・この活動は事故・インシデントを防ぐ上で効果があるかわからない。 
３・この活動は事故・インシデントを防ぐ上でやや効果がある。 
４・この活動は事故・インシデントを防ぐ上で非常に効果がある。 

 
Ⅲ－２  各活動の現状のレベル（到達度）について、次の１～４の４段階評価でお答えください。 

（回答欄は４頁にあります） 
 

１・行われていない。 
２・一部行われている。 
３・かなり行われているが、やや不足している部分がある。 
４・事故・インシデント防止に十分なレベルである。 
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質問Ⅲ－１およびⅢ－２の回答用紙 

注１）事故タイプ１～５については、質問Ⅱ－１を参照してください。 
注２）活動１－１～１２－４については、表１（12～13頁）を参照してください。 

  事故・インシデントタイプ
活動 

タイプ１ 
知識不足 

タイプ２ 
スキル不足

タイプ３ 
意図的な不
遵守 

タイプ４ 
人的エラー 

タイプ５ 
その他 

レベル 
達成度 

１－１       

２－１       

２－２       

２－３       

３－１       

３－２       

３－３       

４－１       

４－２       

４－３       

４－４       

５－１       

５－２       

５－３       

６－１       

６－２       

６－３       

６－４       

６－５       

６－６       

７－１       

７－２       

７－３       

７－４       

８－１       

８－２       

８－３       

９－１       

９－２       

９－３       

９－４       

１０－１       

１０－２       

１１－１       

１１－２       

１２－１       

１２－２       
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質問質問質問質問ⅣⅣⅣⅣ    事故事故事故事故・・・・インシデントインシデントインシデントインシデント防止活動防止活動防止活動防止活動のののの内容内容内容内容についておについておについておについてお伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。    
 

Ⅳ－１ 質問Ⅱ、質問Ⅲの結果を踏まえ、質問Ⅰ－１でお答え頂いた貴社の運輸事業において、事故・
インシデントを防ぐ上で重要であり、かつ上手く行われていると思われるものを３つ選び、
表１の番号（1－１，２－３など）でお答えください。（回答欄は５～７頁にあります） 

 
Ⅳ－２ 上記の質問Ⅳ－１で選んで頂いた３つの活動のそれぞれについて、どのように活動を行って

いるか、その内容についてお答えください。（回答欄は５～７頁にあります） 
 
Ⅳ－３ 上記の質問Ⅳ－１で選んで頂いた３つの活動のそれぞれについて、活動を進める上で困難と

なると考えられる点ついてお答えください。（回答欄は５～７頁にあります） 
 

質問Ⅳ－１，Ⅳ－２，Ⅳ－３の回答用紙（１） 
Ⅳ－１ 選択した活動番号（  ） 
Ⅳ－2 
どのように
行っている
か 

 

Ⅳ－3 
困難な点 
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質問Ⅳ－１，Ⅳ－２，Ⅳ－３の回答用紙（２） 
Ⅳ－１ 選択した活動番号（  ） 
Ⅳ－2 
どのように
行っている
か 

 

Ⅳ－3 
困難な点 
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質問Ⅳ－１，Ⅳ－２，Ⅳ－３の回答用紙（３） 
Ⅳ－１ 選択した活動番号（  ） 
Ⅳ－2 
どのように
行っている
か 

 

Ⅳ－3 
困難な点 
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Ⅳ－４ 質問Ⅱ、Ⅲの結果を踏まえ、質問Ⅰ－１でお答え頂いた貴社の運輸事業において、事故・

インシデントを防ぐ上で重要であり、かつ上手く行われていないと思われるものを３つ選
び、表１の番号（1－１，２－３など）でお答えください。（回答欄は８～１０頁にありま
す） 

 
Ⅳ－５ 上記の質問Ⅳ－４で選んで頂いた３つの活動のそれぞれについて、どのように活動を行っ

ているか、その内容についてお答えください。（回答欄は８～１０頁にあります）  
 
Ⅳ－６ 上記の質問Ⅳ－１で選んで頂いた３つの活動のそれぞれについて、活動を進める上で困難

となると考えられる点ついてお答えください。（回答欄は８～１０頁にあります） 
 

 
質問Ⅳ－4，Ⅳ－５，Ⅳ－６の回答用紙（１） 
Ⅳ－４ 選択した活動番号（  ） 
Ⅳ－５ 
どのように行って
いるか 

 

Ⅳ－６ 
困難な点 
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質問Ⅳ－4，Ⅳ－５，Ⅳ－６の回答用紙（２） 
Ⅳ－４ 選択した活動番号（  ） 
Ⅳ－５ 
どのように行って
いるか 

 

Ⅳ－６ 
困難な点 
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質問Ⅳ－4，Ⅳ－５，Ⅳ－６の回答用紙（３） 
Ⅳ－４ 選択した活動番号（  ） 
Ⅳ－５ 
どのように行って
いるか 

 

Ⅳ－６ 
困難な点 
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質問質問質問質問ⅤⅤⅤⅤ    運輸業界運輸業界運輸業界運輸業界またまたまたまたはははは行政行政行政行政がががが今後運輸今後運輸今後運輸今後運輸のののの安全安全安全安全のためにのためにのためにのために行行行行わなくてはならないわなくてはならないわなくてはならないわなくてはならない課題課題課題課題についについについについ
ておておておてお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。    

 
 Ⅴ－１ 事故・インシデントの防止のために、運輸業界が今後の取り組まなければならないと考えら

れる課題について、お答えください。 
 

Ⅴ－１  

 
 Ⅴ－２ 事故・インシデントの防止のために、行政が今後の取り組まなければならないと考えられる

課題についてお答えください。 
 

Ⅴ－２  

 
 
 

以上でアンケートは終了です、長時間ご協力頂きまして誠にありがとうございました。 
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表１ 事故・インシデントを防止するための組織の活動 

注）国土交通省「安全管理規程に係るガイドライン」をもとに整理したもの。 

 活動番号 内容 
１ 
経営トップのコミットメント 

１－１ 輸送の安全を確保するため、経営トップが、事業者組織全体の安全マ
ネジメント態勢を適切に運営することに対して自ら積極的に関わる。

２－１ 経営管理部門により安全マネジメント態勢が適切に実施されること
を確実にする。 

２－２ 関係法令に従い、安全統括責任者を選任する。 
安全マネジメント態勢の適切な運営、事業者内の安全最優先意識の徹
底を実効のあるものにするために、必要な責任・権限を与える。 

２ 
安全マネジメントの組織と 
責任・権限 

２－３ 関係法令等で定められている責任・権限を、必要とされる要員に与え
る。 

３－１ 事業者の輸送の安全確保に関する基本理念として、安全管理にかかわ
る事業者の全体的な意図及び方向性を要員に理解させ、認知させるよ
う、できるだけ簡明かつ、明確に示した安全方針を策定する。 

３－２ 安全方針に沿って具体的な施策を実施するため、安全重点施策を必要
とする部門や組織の階層グループごとに策定する。その達成度が把握
できるような実践的かつ具体的なものとし、確実に実施する。 

３ 
安全方針の策定・展開・見直し

３－３ 安全重点施策を、少なくとも 1年毎に見直しを行う。 
４－１ 経営管理部門と現業実施部門との双方向コミュニケーションとして、

現場の顕在的課題・潜在的課題が現場から経営管理部門に対してボト
ムアップされるコミュニケーションを確保する。 

４－２ 関係する部門間の情報の偏在、欠落等に起因する輸送の安全確保に関
するトラブル等を防止するため、事業者内部において縦断的、横断的
に輸送の安全確保に必要な情報を共有する。 

４－３ 事業者において輸送の安全を確保するために講じた措置、講じようす
る措置等の輸送の安全に係る情報を外部に対して公表する。 

４ 
情報及びコミュニケーション 
の確保 

４－４ 輸送の確保に関する情報のデータベース化とそれに対する容易なア
クセス手段の確保。 

５－１ 事故等に関する情報を明確にするために、安全統括責任者は現業実施
部門からの情報収集に加え、得られた報告を分類して整理し、現業部
門における類似事例を明確にすること等により、輸送の現場における
リスクを明確にする。 

５－２ 経営管理部門は把握した事故等に関する情報について、適切にその対
応措置を講じる。 

５ 
リスクの分析と対策 

５－３ 必要に応じ、事故、トラブルの再発防止の観点から、組織・個人を問
わず、各種エラーや事故の芽となりうる事象やその対応措置につい
て、これらが確実に報告されるシステム構築に向けた環境整備を図
る。また、他の事業者や他のモードにおける事例を有効に活用する。
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表１ 事故・インシデントを防止するための組織の活動（続き） 

 

６－１ 事業者全体として対応しなければならないような程度・規模の重大な事故等
が発生した場合に備え、必要に応じて、定められた責任・権限を越えて適切
かつ柔軟に必要な措置が講じることができるように、その責任者を定め、事
故等の応急措置及び復旧措置の実施、事故等の原因、被害等に関する調査及
び分析等に係る責任・権限等必要な事項を明らかにし、事業者内部へ周知す
る。 

６－２ 責任・権限の具体的な決定や適用に当たっては、いたずらに複雑かつ緻密な
手順とならないようにする。 

６－３ 必要な措置を実効的なものとするため、事業者の事業規模、事業内容に応じ、
適用な想定シナリオを作成し、必要に応じ、訓練を行う。 

６－４ 重大な事故等の発生時には、事故等発生の速報を関係する要員に伝達すると
ともに、適宜、事故等の内容、原因、再発防止策を伝達し、全組織で迅速か
つ的確な対応を図る。 

６－５ 重大事故が発生した際は、適宜必要な内部監査を実施する。 

６ 
重大事故等への対応 

６－６ 重大事故が発生した際は、適宜必要な安全マネジメント態勢の機能全般に関
し見直しを実施する。 

７－１ 要員が、関係法令及び標準書の内容を知らないことのないように教育が抜け
なく行われる仕組みを確立する。 

７－２ 教育の内容は、安全マネジメント態勢の運営に必要とされるもので、要員が
理解しやすい具体的なものとする。 

７－３ 臨時で勤務に就く要員に対して、必要な教育を確実に行う。 

７ 
標準どおり作業をする 
ために必要な教育 

７－４ 関係法令が改訂された際、標準書を改訂した際に、変更の内容を関係する要
員に教育する。 

８－１ 要員が標準書等の内容を知っているにもかかわらず、技能が未熟で、正確に
標準書どおりの作業ができないということがないよう、必要な技能訓練を計
画的に行う。 

８－２ 技能評価シート等を用いて要員の技能レベルを評価し、組織としてどのよう
な人的側面の強化・改善が必要なのか明らかとする。 

８ 
標準どおり作業する 
ために必要な訓練 

８－３ 資格制度を導入し、有資格者以外が当該の業務に就くことのないようにす
る。 

９－１ 関係法令等の遵守及び安全最優先の原則の重要性を要員へ徹底する。また不
遵守による事故体験を共有する。 

９－２ 守るべきこととそれを行える方法を標準書等で明確にする。業務のやり方を
変更する場合には、まず標準書を改訂し、改訂した標準書に沿って業務を行
わせるようにする。 

９－３ 標準書どおりに業務を行っていないことが黙認されない職場環境を作る。場
合によっては、監督者による指導を行う。 

９ 
動機付けの問題 

９－４ 標準書を自分で作るだけの能力を身につけさせ、その作成、改訂に参加させ
る。 

１０－１ 設備、手順、指示票など、業務のやり方をエラーしにくい、エラーしても大
丈夫なものにする。 

１０ 
作業ミスの防止 

１０－２ 担当者が業務のやり方を分析し、エラーの危険性を洗い出す（エラーの予知
を行う）。 

１１－１ 安全マネジメント態勢が適切に確立され、実施され、維持され、機能してい
ることを確認するため、内部監査を少なくとも 1年毎に実施する。 

１１ 
内部監査 

１１－２ 内部監査の実施に当たっては、内部監査を受ける部門の業務に従事していな
い者が監査を実施するなど、監査の客観性が確保できるようにする。 

１２－１ 安全マネジメント態勢の機能全般に関し、少なくとも 1年毎に見直しする。
見直しの具体的な実施体制、方法を安全管理の実態に見合ったものとする。

１２ 
安全マネジメント態勢
の見直しと継続的改善 １２－２ 安全マネジメント態勢が適切に機能するように継続的に改善措置を行う。継

続的改善を行う際には、明らかになった課題等について、必要な是正措置及
び予防措置を講じる。 


